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平成26年第１回太子町議会定例会（第448回町議会）会議録（第３日） 

平成26年３月５日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 諸般の報告 

２ 議案第１号 平成25年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第５号） 

３ 議案第２号 平成25年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

４ 議案第３号 平成25年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

５ 議案第４号 平成25年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

６ 議案第５号 平成25年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第６号 平成25年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

８ 議案第７号 平成25年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第３号） 

９ 議案第８号 町道路線の認定について 

10 議案第９号 太子町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

11 議案第10号 太子町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

12 議案第11号 長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定について 

13 議案第12号 太子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

14 議案第13号 太子町立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

15 議案第14号 太子町立文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

16 議案第15号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び兵庫県

市町村職員退職手当組合規約の変更について 

17 議案第16号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

18 議案第24号 工事請負変更契約の締結について（鵤旧国道線道路整備工事） 

19 議案第25号 平成25年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第６号） 

20 議案第17号 平成26年度兵庫県太子町一般会計予算 

21 議案第18号 平成26年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

22 議案第19号 平成26年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算 

23 議案第20号 平成26年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計予算 

24 議案第21号 平成26年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予算 

25 議案第22号 平成26年度兵庫県太子町下水道事業特別会計予算 

26 議案第23号 平成26年度兵庫県太子町水道事業会計予算 

                本日の会議に付した事件 

１ 諸般の報告 

２ 議案第１号 平成25年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第５号） 

３ 議案第２号 平成25年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

４ 議案第３号 平成25年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

５ 議案第４号 平成25年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

６ 議案第５号 平成25年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 議案第６号 平成25年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

８ 議案第７号 平成25年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第３号） 
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９ 議案第８号 町道路線の認定について 

10 議案第９号 太子町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

11 議案第10号 太子町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

12 議案第11号 長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定について 

13 議案第12号 太子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

14 議案第13号 太子町立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

15 議案第14号 太子町立文化会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

16 議案第15号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び兵庫県

市町村職員退職手当組合規約の変更について 

17 議案第16号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

18 議案第24号 工事請負変更契約の締結について（鵤旧国道線道路整備工事） 

19 議案第25号 平成25年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第６号） 

20 議案第17号 平成26年度兵庫県太子町一般会計予算 

21 議案第18号 平成26年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

会議に出席した議員        

  １番   中 薮 清 志         ２番   堀   卓 史 

  ３番   藤 澤 元之介         ４番   首 藤 佳 隆 

  ５番   福 井 輝 昭         ６番   森 田 眞 一 

  ７番   平 田 孝 義         ８番   吉 田 日出夫 

  ９番   井 川 芳 昭        １０番   清 原 良 典 

 １１番   中 島 貞 次        １２番   服 部 千 秋 

 １３番   中 井 政 喜        １４番   佐 野 芳 彦 

 １５番   井 村 淳 子        １６番   橋 本 恭 子 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  北   陽一郎 

 書     記  山 本 雅 子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  北 川 嘉 明     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  香 田 大 然 

 生活福祉部長  井 手 俊 郎     経済建設部長  堂 本 正 広 

 教 育 次 長  神 南 隆 司     財 政 課 長  堀   恭 一 

 企画政策課長  山 本 紀 弘     総 務 課 長  栄 藤 雅 雄 

 税 務 課 長  三 輪 元 昭     町 民 課 長  森 川   勝 

 さわやか健康課長  首 藤 武 司     社会教育課長  玉 田 正 典 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（橋本恭子） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成26年第１回太子町議会定例会第３日目

におそろいで御出席いただきありがとうござ

います。 
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 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成26年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 諸般の報告 

○議長（橋本恭子） 日程第１、諸般の報告

を行います。 

 本日町長から議案２件が提出されました。

したがって、議案はその件名一覧表をつけて

お手元に配っておきましたから御了承願いま

す。 

 次に、監査委員から地方自治法第235条の

２の規定に基づき、平成25年度１月分の例月

出納検査報告書が提出されました。したがっ

て、その写しをお手元に配っておきましたか

ら御了承願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第１号 平成２５年度兵 

       庫県太子町一般会計補正予算 

       （第５号） 

○議長（橋本恭子） 日程第２、議案第１号

平成25年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第５号）を議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 では、御指名を受けまし

て、歳出の26ページから行きます。 

 負担金のところ、市町村……。 

○議長（橋本恭子） 済いません、井川議

員、ちょっとマイク、はい。 

○井川芳昭議員 退職手当支給特別負担金追

加の件のところで支給率の引き下げというこ

とで、再度説明をお願いいたします。 

 それと、借料のところの財産管理費の庁用

バス借料、これの減額、理由これ何か言われ

てましたが、再度説明をお願いいたします。 

 それと、その下の自動車購入費の電気自動

車の３社見積もりであったということで、ど

れぐらいの値段での落札ということになった

のかということ。 

 それと、臨時事務員賃金減額、新庁舎のと

ころ、雇用期間の短縮ということでありまし

たが、再度説明もお願いいたします。 

 それと、その下の新庁舎建設管理費の減

額、これについての詳細の説明をお願いいた

します。 

 それと、30ページの上の備品購入費の選挙

機器購入費減額、これについても多分パソコ

ン等々やと思うんやけど、これについて何の

ものだったかということの説明をお願いいた

します。 

 それと、この下の、一番下の２番目の委託

料のところのポスター掲示板設置の減額の、

これ多分森興業さんやと思いますが、この減

額理由もお願いいたします。 

 それと、32ページの選挙機器購入、これに

ついても何のものであったかということの再

度の説明をお願いいたします。 

 それと、その下の障害者福祉費の自立支援

給付支払いシステム改修委託料、法律改正の

ためとも言われましたが、その委託費の再度

説明をお願いいたします。 

 それと、34ページの一番上の子ども・子育

て支援システム導入委託料、これも繰越明許

費の設定の話もされておりましたが、委託先

を含めての再度の、630万円ですか、説明を

お願いいたします。 

 それと、下の障害児相談支援委託料減額の

120万円、これも巡回相談の回数が少ないと

いうような話もされてましたが、再度の説明

をお願いいたします。 

 それと、36ページの農業費のところの産業

審議会委員報酬追加、これも７万5,000円程

度上がってますが、これについての説明をお

願いいたします。 

 それと、38ページの道路維持費、道路スト
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ック総点検業務委託料、これについても何か

国庫補助10分の5.5という話もされておりま

したが、これの委託料、前年度については

300万円程度であったものが今年度について

は1,300万円ということで、それの理由を少

し教えてください。 

 それと、その下のところの都市計画総務

費、都市計画審議委員会委員報酬減額、これ

も７万5,000円程度でありますが、これにつ

いても説明では近隣との調整が何かつかなか

ったという話があったんで、少しどういうこ

となのかなということで説明をお願いいたし

ます。 

 それと、次の40ページのところの需用費の

修繕料減額、宮本公園のトイレの修繕という

ことで結構120万円とちょっと多額に減額さ

れてるんですが、どこの業者でやったのかと

いうことと、減額理由を教えてください。 

 それと、次のページの42ページの教育振興

費の小中学校の大会選手派遣補助金の追加と

いうことで、今般いろいろと活躍をするよう

な選手が多かったようで、その選手の派遣が

多かったためとも言われておりましたが、ど

ういったところの選手派遣が多かったためと

いうことも再度の説明をお願いいたします。 

 それと、教育振興費の備品購入費のとこ

ろ、節18のところの特別支援学級の椅子とか

机購入で上がっておりますが、現在のところ

は発注先わからないと思いますが、どこに頼

もうと思われているのかわかれば教えてくだ

さい。 

 それと、その下の中学校費の光熱費追加

120万4,000円程度、西中のプールの使用量が

多かったというような話もされておりました

が、何でそういった形が多かったのかという

ことの再度の説明をお願いいたします。 

 それと、青少年教育費のところの光熱水費

減額の20万円のところで電気料の減少があっ

たというようなことで話がありましたが、こ

れどこのことの電気料のことなのかというこ

との説明をお願いいたします。 

 それと、次の46ページの図書館費のところ

で、委託料のシステム導入委託料減額の

440万円ですか。多分バーコードシステムの

導入の件のことやと思うんですが、440万円

の減額理由も含めて、バーコードシステムの

導入後、どういった反響というんか、ユーザ

ーからどういった言葉があるのかということ

がわかれば、ひとつ申し述べてください。 

 とりあえず以上です。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 26ページの一般管

理費市町村職員退手組合特別負担金の追加

424万4,000円の関係でございますが、退職手

当組合の退職手当支給率の段階的引き下げに

伴う特別負担金の減額等が入っております。 

 計算の中身につきましては、当初定年退職

者を10人で計算しておりました。ところが定

年退職者の10人に勧奨退職の２名をプラスし

て２名増になったことによるものでございま

す。 

 ちなみに、この特別負担金という意味は、

兵庫県退職手当組合の負担金調整条例第１条

ということで、市町間の負担の公平を図ると

いう意味で特別負担金の追加といいますか、

そういうものが求められております。 

 それから、使用料及び賃借料、庁用バス借

料リース料減額でございますが、これは当初

163万4,000円の予定でございましたが、再リ

ースをいたしました。再リース料の確定によ

るもので、決見といたしましては 150万

1,000円ということで12万4,000円の減になっ

ております。 

 それから、備品購入費、自動車購入費減額

でございます。日産リーフ電気自動車を購入

いたしましたが、当初予算は389万5,000円予

定いたしておりましたが、３社見積入札の結

果、決見でもって338万6,050円ということで

50万8,000円の減額となっております。 

 それから、新庁舎臨時事務員です。新庁舎

臨時事務員でございますが、新庁舎臨時事務

員の雇用時間数が当初見込みより少なくなり

ました。当初見積もりでは124万5,000円を見

ておりましたんですが、決算見込みで87万
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5,000円ということになりましたので37万円

の減額ということでございます。 

 それから、その下の新庁舎建設設計監理費

減額でございますが、当初予算額は5,600万

円を見ておりました。決算見込み額で

5,361万7,000円としておりまして、差し引き

の減額238万3,000円でございます。 

 その中身を申しますと、新庁舎実施設計業

務委託料の額の確定によるのが１つ。これは

当初予算5,410万円を見ておりましたが、決

算見込みで5,361万7,000円、差し引き補正額

も48万3,000円となっております。 

 それから２点目は、新庁舎工事監理費で

す。工事監理と申しますのは、工事が始まっ

て監理をお願いするものでございますが、も

う何回も申し上げておりますように、この３

月の議会の最終日に入札執行後、最終日に本

契約の締結の議決をいただいた後に工事にか

かるものですから、実質の本当の工事の中身

がございませんので、それを減額するもので

ございます。当初予算は190万円を予定して

おりましたが、決算見込みは執行の見込みが

ないので、190万円そのまま減額でございま

す。 

 先ほど申しました48万3,000円と190万円の

減額分を足しまして、合計238万3,000円の減

額とするものでございます。 

 それから、30ページの上のほうの備品購入

費でございます。２万9,000円の減額でござ

いますが、当初開票台を購入するつもりでご

ざいまして２万9,000円を上げておりました

が、結局は開票台、傷んではおりましたです

がそのまま使おうということになりましたの

で購入をいたしませんでしたので、予算額

丸々２万9,000円を減額したものでございま

す。 

 それから、30ページの下から２番目のポス

ター掲示板設置処分撤去委託料13万9,000円

の減額、これについてはちょっとお待ちくだ

さい。済いません、調べましてお答えします

ので、その次のやつを先お答えいたします。 

 それから、32ページの上のほうの同じく選

挙機器購入費減額４万4,000円でございます

が、開票会場で使用するプロジェクターを１

台購入いたしました。15万円の予算計上をい

たしておりましたが、実際は決算見込みで

10万6,000円となりましたので４万4,000円の

減額でございます。 

 済いません。それから、戻りまして、ポス

ター掲示板撤去処分委託料の減額でございま

すが、予算は41万7,000円上げておりまし

た。ところが、決算見込みで27万7,515円と

いうことで減額補正が13万9,000円というこ

とになったものでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 私のほうから

は、32ページ、下から２つ目、障害者福祉費

の委託料、自立支援給付支払システム改修委

託料でございます。 

 これは、提案説明で御説明いたしましたと

おり、本年４月から障害者総合支援法の改正

によりまして、「障害者程度区分」が「支援

区分」という名称に変わったり、またケアホ

ーム、グループホームが制度上統合、一元化

されると、これによりまして改正する必要が

発生しておりまして、システムは国保連とつ

ながっておりますシステムの改修が必要とな

っております。 

 年度内に改修準備に入る必要があるという

ことから今回補正をさせていただきまして、

繰越明許でもって整備は26年度からやりたい

というふうに考えております。 

 続きまして、34ページ、一番上でございま

す。 

 児童福祉総務費委託料でございます。子ど

も・子育て支援システム導入委託料でござい

ます。 

 これは、まさに今取り組んでおります子ど

も・子育て支援事業、これを推進するために

国で構築されるシステムとあわせて各自治体

においても業務管理システムを導入するもの

でございまして、国とのテスト運用が７月に

予定されておりまして、急遽補正をさせてい
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ただき、繰越明許の設定をさせていただいて

おります。 

 ちなみに、全額県支出金の財源措置がされ

ております。 

 続きまして、34ページ、下から２つ目でご

ざいます。 

 障害者福祉費委託料、障害児相談支援委託

料減額でございます。 

 これは、発達障害等に関する専門員が保育

所、幼稚園、小・中学校等を巡回いたしまし

て、保育士さん、また教諭、また保護者等に

助言等の支援を行う事業でございまして、今

回につきましては巡回件数が減りまして、そ

の分減額ということをさせていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 私のほうから

は36ページの下から３つ目で報酬の産業審議

会委員報酬追加でございます。 

 これにつきましては、農業振興地域整備計

画を改定するに当たりまして、諮問、答申と

いう形をとりましたので、諮問の分１回分は

予定しておったんですけれども、２回目とい

いますか、予算が９万4,000円で１回は済ん

だんですけども答申の分が足りていないとい

うことで７万5,000円の追加をさせていただ

いております。 

 次、38ページの下から４つ目、委託料の道

路ストック総点検業務委託料でございます。 

 これにつきましては、平成25年度の国の補

正予算によりまして国庫補助金の採択が可能

になったため追加するものでございます。こ

れにつきましては、繰越明許のところで全て

来年度に繰り越させていただいております。 

 内容としましては、道路に付随する構造

物、橋であるとか、あとは道路標識、道路照

明、道路ののり面等々の危険箇所を把握しま

して、それについての点検業務でございま

す。1,320万円全て繰り越させていただく予

定になっております。 

 それと、下から２番目の都市計画審議会委

員報酬の減でございます。 

 これにつきましては、都市計画道路網の見

直しということで太子町だけではなくたつの

市、姫路市等々も当然道路として延長があり

ますので、その辺の近隣の市町との調整がと

れず、太子町の中だけでするものではないの

で、その見直しについての都市計画審議会が

開催できなかったということで減額をさせて

いただいております。 

 あと40ページの公園管理費、真ん中辺の修

繕料でございます。 

 これにつきましては、当初宮本公園のあず

まや、ベンチ等々の修理を予定しておったん

ですけれども、太子山公園、総合公園、町与

等々のトイレの修理のほうがありまして、そ

ちらのほうに使用しましたので、残りとしま

して125万円残ってるんですけれども、宮本

公園のあずまや、ベンチを修理するには費用

が足りませんので、当初見込み325万円予定

しておったんですけれども200万円その修理

に使いましたんで来年度に回させていただく

という形で減額をさせていただいておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 42ページの中ほど

よりやや上です。 

 小・中の運動競技の大会の選手派遣の関係

でございます。 

 今回は太田小が陸上全国大会10名、西中が

ソフトテニス県大会２名、あと東中が７件で

延べ102名の分がございます。その内訳を言

います。県大会が５件ございますが、その内

訳はソフトテニス、剣道、柔道、駅伝、バス

ケットです。あと、それから近畿大会のソフ

トテニス、これが１件８名です。先ほどの県

大会、ごめんなさい、５件で82名でした。そ

して、残り全国が１件ございます。これはソ

フトテニス12名という形で、大部分が、55万

1,000円余りが東中の関係でございます。東

中の活躍が大きゅうございます。 

 次、小学校費の振興費です。特別支援学級
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の関係の備品の購入でございます。 

 平成26年度より太田小学校に肢体不自由の

児童が入学するということになりまして、４

月１日からの学級運営に必要な最低限の備品

を購入したいという形で、種類としましては

12種類のものを買うわけでございます。あ

と、マットにつきましては龍田小から貸して

いただくという形、これは購入いたしており

ませんけども、児童に対応する備品を購入す

るということでございまして、購入先でござ

いますが、通常３社から見積もりをいただき

ます。現在のところはいかるが書店、トミオ

カ文具、それから堀龍文社、この３社から見

積もりをいただこうと考えております。本日

御議決いただきましたら、速やかに購入準備

に入りたいと考えております。 

 それと、一番下のところの光熱水費の関係

でございます。 

 水道料の追加でございます。西中のプール

がろ過器の操作弁が急遽破損いたしておりま

す。そのためにろ過器には当然ごみがたまり

ます。これを除去するために年間数回は逆洗

をして逆洗の洗浄を行うということを通例行

っておりますけれども、操作弁がめげており

ますので、一々機械を分解して洗浄の間も水

を流し続ける必要がございます。そういった

ことで西中のプールの水道料が大きくかさん

でおります。当然この26年度で操作弁を修繕

する費用を当初予算に計上いたしておりま

す。 

 それと、次のページ、44ページの青少年教

育費の光熱水費の減でございます。 

 これは電気使用量の減ということで、御存

じのとおり、太田小学校の学童以外の３つの

園はそれぞれ専用の施設を持っております。

それぞれ電気料が必要なんですけれども、今

回の分は石海の学童でございます。石海の学

童は、平成24年の終わりのころに１階部分の

エアコンが故障したということでエアコンを

更新いたしました、１階部分。そして、従来

使っておりましたのは旧の農協時代の古いも

のでございましたから電気代がかさんでおり

ました。新しいものにかえました関係で、

25年度につきましては電気代が減になったと

いうことでございます。 

 次、図書館の関係でございます。46ペー

ジ、図書館の関係で440万円、導入費用を減

しております。 

 これにつきましては、現在のこの予算額に

おきましては903万2,000円を今現在システム

導入費としては持っておりますけれども、今

後の支出見込みとしましては463万円ほどで

ございますから440万円減額するその理由と

しましては、セットアップの費用としまして

当初考えていたよりも大きく見積もりの関係

で減ったというのは、４社、５社でしたか

な、指名しまして、それぞれプロポーザルを

お聞きして、そして一番安くて、しかも効果

的なものを選んだ関係でそれぞれシステム導

入の経費が安くなってきたということでござ

います。そのために大きく減額という効果が

発生しました。 

 そして、利用者からの声でございますけれ

ども、便利になったという評価を大変いただ

いております。それと同時に、これまでと同

様に、機械的になるんじゃなくて職員との対

話をしながらよりよい本を選ぶようなことも

引き続きやってほしいという声も出ておりま

すので、やはり機械化と同時にそういう人間

的なつながりの面の部分も考慮していきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 先ほどの質問と重複すると

こがありますけれども、内容的にはできるだ

け重ならないようにしてますが、よろしくお

願いします。 

 まず、26ページ、節19負担金ですが、先ほ

どの説明で人数が出ました。退職者10人、そ

れから勧奨退職者２名、この勧奨退職者２名

が所属しておりまするところをお伺いいたし

ます。 



－112－ 

 それから、その下、節13委託料の電子計算

機廃棄委託料減額ですが、当然廃棄するにも

委託をするということでわかるんですけど

も、たかが廃棄するのに当初の見積もりいた

だいたらそのままでええんやないんかという

ような素人考えなんですけども、その辺ちょ

っと詳細的な説明をお願いします。 

 それから、同じページの一番下、新庁舎の

監理費減額、契約がまだなんでその中に含ま

れる分を減額するということは、新年度にお

いてその分がまたどこかで補正で上がってく

るということで了解させてもうたらええんで

すか。その辺の答弁をお願いします。 

 もう一、二点。32ページ、上の原材料費、

これ非常に金額的には問題にするようなこと

でもないんですけども、針金外減額。きょう

びこの針金いうてね、選挙の掲示板を縦の柱

と控えの柱と結束するのに使うんかなと、せ

やけど今の時代からいうたら、もう原始的な

やり方やねえ。田んぼに立っとったら田んぼ

のおっさんがはた行ってズボンでもひっかけ

るようなことをいまだにしとんかというふう

なちょっと思いもありまして、時代からいう

たら、結束するとこに穴あけてボルトで固定

するんが今の時代のやり方やないんかなと思

うんですけども、その辺の、業者任せにしと

るさかいにこういうことになっとんやとか、

ちょっとその辺の説明をお願いします。 

 それと、これ数字的には何ら問題もないん

ですけども、全体的に障害者という文字がい

まだに、障害者の中の害、これが使われとん

ですけども、まあここだけやなしに来年度の

予算の中でも多く使われとんですけども、今

この世の中全般的に人を傷つけるような言葉

は使わないという風潮になってきていること

ぐらいはもう皆さん御存じやろうと思うんで

すけども、もう一部ではそういうふうな文字

は使用しないというふうな自治体も実際のと

ころあります。その辺へ太子町、今後、私が

今言うたからじゃなくして、とうにそんなこ

とぐらいはわかっとってやろうと思うんです

けども、今後こういうことに対してどのよう

に対処、また対応していくのかということに

ついてお伺いをいたします。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） では、１点目でご

ざいます。26ページの退手組合特別負担金の

関係でございますが、先ほど申し上げました

勧奨退職２名の所属は幼稚園教諭２名でござ

います。 

 それから、２点目の委託料でございます。

廃棄委託料の関係でございますが、当初私ど

も予算するときには、清原議員よう御存じな

んですが、１社なり２社なりから見積もりを

とって予算計上いたします。その結果、４社

見積もりをとりましたところ、予算額は36万

8,000円で当初予算組んでおりました。とこ

ろが、４社見積もりとって一番安いところが

５万6,000円で受けますよというところがあ

りました。それ、中身を申し上げますと、サ

ーバーが２台、ノートパソコンが39台、プリ

ンタ10台の数を廃棄したんですが、安く請け

負う業者が結果的にいたということで31万

2,000円の減というふうになっております。 

 それから、同じく26ページの監理費減額で

ございますが、内容につきましては申し上げ

たとおりでございますが、工事監理の関係で

当初190万円予定しておりましたが０円にし

ました。副町長の答弁の中にも、仮囲いだけ

は実際３月中に工事現場仮囲いをさせてもら

いますけど、それについての、仮囲いするぐ

らいのことで実際に掘削が始まるわけでも何

でもないので工事監理費は不要ということで

190万円減額いたしましたですが、もう今議

員御指摘のとおり、新年度で新たに、これ工

期が今のところ16カ月の予定で新年度は12カ

月の工事監理の委託料を組む予定でございま

す。 

 それから、32ページの、本当に針金針金と

いうていつも書いて、もう私どももちょっと

申しわけないというか恐縮しておりますが、

確かに立て看板を結束するものに使うもんな

んですが、本当にわずかなお金なんですが、



－113－ 

これ私も総務課長にいつも言うんです。針金

しかほかに書きようないんかいというて聞く

んですけども、もうこれしかないんやという

ふうに聞いておりますので、申しわけないで

すが、針金外ということにさせていただきま

した。もう中身については、本当に大したこ

とはございません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 ちょっと待って、答弁まだでした。済いま

せん。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 今議員のほう

から障害の表現です。障害の害という字が最

近非常に平仮名のがいっていうのが多いんで

すけども、この考え方でございますが、それ

ぞれ千差万別いろいろな考え方があるかと思

いますけども、今の風潮といたしましては、

その害の字の持つイメージが非常に余りよく

ない印象を与えるという、そういう考え方か

ら今平仮名化されてるところが多うございま

す。 

 これ、何も統一された通知とか指導とかと

いうのはないんですけども、これは一回、私

どももちょっと気になるところもございまし

たので、一度近隣の状況も１回調べてまた検

討させてもらいたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 井村議員。 

○井村淳子議員 失礼します。 

 まず、歳入のところで、18ページ、教育費

の県補助金で区分節２の社会教育費補助金で

西播磨歴史読本の関係の補助金が出ておりま

すが、それについて中身の説明をお願いいた

します。 

 それから、20ページの財産運用の収入のと

ころで、不動産売払収入、土地売払収入とし

て57万4,000円が出ております。これについ

ての説明もお願いをいたします。 

 それから、歳出のほうに入りまして、先ほ

どもあったんですけども、38ページ、道路橋

りょう費、道路ストック総点検の業務ですけ

れども、詳細な説明はあったんですが、太子

町においてどことどこをするというような具

体的な話はまだ出てないんでしょうか。これ

からされるんでしょうか。それについてもお

願いをいたします。 

 それと、42ページの小学校費、節18備品購

入費で教材費の備品購入費減額が上がってお

ります。小学校のこの関係で昨年予算のとき

にふるさと応援基金を活用して予算が各小学

校からいろいろな楽器とかプロジェクターと

かさまざま上がってきておりましたが、全体

としても457万円ほどが小学校の関係でふる

さと応援基金を使われるような説明を聞いて

おりましたが、ここに至って156万円もの大

きな減額ですので、その減額理由を教えてい

ただきたいと思います。 

 それと、もう一点が次の44ページ、中学校

費で備品購入費、一番上の管理用備品購入費

追加、４月入学の生徒に対して机と椅子を買

うということでしたけども、この４月の入学

される生徒の状況、それと机、椅子を何人

分、何脚買うのかということについて説明を

お願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） それでは、まず

20ページの歳入の普通財産売払収入について

御説明申し上げます。 

 これにつきましては、法定外公共物、里道

が用途廃止になりまして、その分が、現況と

してはその際もう機能を果たしておらず、駐

車場のように見える一角でございます。それ

を隣接土地の所有者の方に売却した収入でご

ざいます。 

 場所的に言いますと、東南の391－1という

場所になっております。価格につきまして

は、それぞれ路線価をもとに法定の計算率で

もって57万4,600円で売り払いしておりま

す。 

 以上でございます。 
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○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） まず、18ページの

歳入の社会教育費補助金でございます。 

 これは西播磨県民局が地域の夢推進費補助

金交付という制度を設けられております。こ

れは平成23年から25年までの３年間のもので

ございます。その対象事業として、太子町歴

史資料館の企画展、太子町の聖徳太子という

企画展がございましたけども、それが対象に

なったという形で、事業費の２分の１を補助

してやろうということで55万6,000円でござ

います。 

 歳出は46ページにあるわけですけども、こ

れは新たな支出はございません。財源の組み

替えのみをやっております。 

 それと42ページでございます。 

 小学校費の備品購入費、これは議員がおっ

しゃったようにふるさと応援基金活用事業と

しまして、それぞれ小・中、幼と３つそれぞ

れ事業費を組ませていただきましたけれど

も、それぞれ見積もりをとってたり入札をし

た関係で事業費の執行が、当初予定していた

ものは全部買えたわけですけれども、それで

執行残が残ったという形で156万1,000円、こ

れは入札等による執行残でございます。 

 あとページ44でございますが、一番上です

ね。管理用備品の購入でございます。 

 これは26年度の生徒増に対応するものとい

う形で、東中で50、西中で30、それぞれ椅子

と机をセットで購入いたします。特に東中に

おきましては新１年生は１クラス増の６学級

になる予定でございますので備品が不足する

という形で購入をする予定でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 38ページの土

木費の委託料の道路ストック総点検でござい

ます。 

 これについて、概要は先ほど説明したんで

すけれども、抽出する箇所につきましては、

幹線道路沿いで第三者に被害が想定できるよ

うな箇所を抽出しております。 

 橋りょうにつきましては37橋、道路附属物

としましては道路標識が９基、これは大きく

道路標識が出ているものでございます。あと

道路照明灯として137灯、道路ののり面とし

ては擁壁、盛り土、切り土をしてあるような

箇所として６カ所を点検する予定でございま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 １点だけお尋ねをいたしま

す。 

 ページ、38ページの農業費、目が国土調査

費の節委託料、地籍調査事業委託料減額30万

円の内訳と、この地区、沖代地区だったかな

というふうに思うんですが、確認をいたしま

すんでよろしくお願いします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 地籍調査の場

所でございますけれど、今現在吉福を行って

おります。 

 あと、この30万円の減でございますけれど

も、当初712万円で予算を組んでおりました

けれども、入札の後、入札につきまして

682万円で落札しましたので30万円の残が発

生したということでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに。 

 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 この地籍調査もこの際です

からちょっとお尋ねいたしますが、この地籍

調査も米田からスタートをして沖代も終わり

ましたよね。第５次太子町総合計画の実施計

画を見てみますと、今言われたように、年度

別に26年度吉福、それから27年度も吉福、そ

れから28年度が吉福と塚森という計画になっ

ておりますが、この線路から南を全て先にや

るのか、今後のスケジュール。それとも、地

区別に、あと残りが福地の南とそれから福地

の三反町、それから竹広南、この辺が線路か

ら南は残ってるんですが、そこらを先に全部
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してしまうのか、それとも地区別に、次は福

地に移って、福地やるときにその線路から南

の福地もやるのか、どういう計画にされてる

のか、その点をお尋ねいたします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 一応予定とし

ましては、線路南を先にしてしまうと。その

後の計画はまた今は立てておりませんけれど

も、その後また順次計画していきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 そうすると、線路から南が

終わった後はどこに行くの、どこ入るかとい

うのはまだ決めてないということですか。例

えば西から来るとか、船代から入るとか、そ

ういうことも決めてないですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） ＪＲより北に

なりますと市街化と調整という地域が出てき

ますので、またその辺の具体的な地域別とい

うんですか、振興計画というのはちょっとま

だ作成しておりません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 清原良典議員。 

○清原良典議員 先ほど香田部長から勧奨者

２名、幼稚園の教諭が２名ということで、ち

ょっと詮索し過ぎなんですけども、４幼稚園

のうち同一の幼稚園の２名なんで……、１人

は大体僕想像つくんですよ。まあまあ言える

範囲だけ、違うとこやとか。 

 それと、まさか井手部長が答えると思わな

んだんで、さっきの害なんやけども、あれま

あ私神戸新聞のいい耳好きでね。せんだって

話は世間では結構あったんやけども２月の末

ぐらいのいい耳に出とって、これは近隣を調

べてみると言いよったけど、三田市ですわ。

だから、まあ近隣と三田市はやっとるという

ことでちょっと提供しときます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） ２名幼稚園教諭勧

奨なんですが、違う幼稚園ですけども、ちょ

っと幼稚園の所属はちょっと次長のほうから

言うたげてください。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 引き続き答弁いた

します。 

 勧奨者２名は斑鳩幼稚園が１名、そして太

田幼稚園が１名、計２名となってございま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 済いません。聞き漏らして

おりました。 

 42ページの教育費で小学校費の需用費で修

繕料追加として太田小とか石海小とかいろい

ろ説明を受けたんですけども、ちょっと途中

で書き切れてなかったりしておりますので、

もう一回ここの説明をお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） お答えします。 

 504万2,000円の内訳を言いますと、太田小

関係が125万5,000円、遊具の補正が378万

7,000円となってます。太田小の関係につき

ましては、先ほど申しましたように、４月か

ら肢体不自由児が１名入られますという形

で、東側の保護者の送迎場所から支援教室ま

でのスロープ等の改修工事が主な工事でござ

います。それが125万5,000円を予定しており

ます。あと遊具の関係です。太田小ではうん

ていとつり輪、石海小では総合遊具、クライ

ミングネット、ろくぼく、この合計５つの遊

具の補修をしたいと思います。点検業者から

指摘があって数年来使用を停止しております

ので、早急に補修したいということで組まさ

せていただきました。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 最後のところに行きます。 

 14ページの一番上の……。 
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○議長（橋本恭子） もうちょっと引っつけ

てください。 

○井川芳昭議員 西播磨ふるさと風景づくり

整備地元負担金……。 

○議長（橋本恭子） 何ページ。 

○井川芳昭議員 14ページ。 

○議長（橋本恭子） はい、14ページ。 

○井川芳昭議員 上から２番目の枠です。 

 説明では宮本と岩見構の話もされておりま

したが、これについての、どういったことを

やっていくというような整備事業であるのか

という詳細の説明もお願いいたします。 

 それと、それに関連しての18ページの農業

費補助金の西播磨ふるさと風景づくり、これ

同じようなことになってくるんかなと思うん

ですが、この辺の再度の詳細説明をお願いい

たします。 

 それと、ページ戻って14ページの保育所運

営費負担金減額のところで2,000万円の額の

減額ということで、再度の詳細説明をお願い

いたします。 

 それと、18ページの風疹予防接種緊急補助

事業の減額ということで、昨今風疹の予防接

種をしてなかった方々についての対処やとい

うふうに理解しておりますが、この予防接種

に対しての、全体的に何件出てきたのかとい

うことと現状の実態っていうのも少し説明を

いただければと思います。 

 また、それに関連しての、何か私もちょっ

と、今はしかがはやってるのかというふうな

話もちらほらと聞くんですが、その辺の現状

も、ちょっと関係ないですがわかれば報告も

お願いしたいと思います。 

 それと、20ページのふるさと応援寄附金追

加、これについては92万円程度ということで

もあるんですが、昨今報道等でも、テレビで

も鳥取県とか鳥取市ないしは出雲市とかかな

りテレビでそういったふるさとの特産品をか

わりに差し上げるというふうな形の中で、そ

の寄附金がもう本当に億を超える、もう

10倍、20倍という話がちらほらと聞こえる中

で、太子町としてもふるさと応援基金につい

ては、この中にもあるようにいろんな学校備

品とかそういったことに使われていくという

ような対応の中で、これちょっと無視できな

いなということで、ちょっと危惧もしておる

んですが、何かもっと太子町の中で、なかな

か特産品を差し上げるっていうレベルにいく

のかいかないのかわかりませんが、もう少し

何か、少し商品を開発するような形の中で、

やはり開発費かけても元は取れていくんかな

というふうな形で、ちょっと考えもあります

ので、この辺についても何か考えておられる

ことがあればひとつお願いしたいなと思いま

す。 

 それと、22ページの民生費雑入、これにつ

いての保育所一時預かり事業保育料減額、こ

れについても80万円程度の減額ということで

なっておりますが、これについての減額とい

うことで、大体どれぐらいの預かりの話があ

ってどういったことが何か問題点があったん

かというようなこともあれば、ひとつお話を

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、歳入の

14ページと、それから18ページの西播磨ふる

さと風景づくりのことでございます。 

 14ページのほうは、これ地元負担金の追加

ということでございます。これにつきまして

は、宮本の水路につきましては、工事費が減

ったため８万3,000円の減額、岩見構下農業

用水路につきましては、これにつきましても

工事費が減ったため１万4,000円の減額、あ

と吉福地区の揚水ポンプの更新事業がありま

したけれども、これについては逆に町の工事

が事業対象となったため34万5,000円の増額

となって、結果24万8,000円の増額となって

おります。 

 これに対応しまして、18ページは県の補助

金でございます。それに対しまして、県のほ

うからは50％の補助があるということで、宮

本地区については、先ほども言いましたけど

も、工事の減額によりまして15万2,000円の



－117－ 

減額、岩見構下につきましては、これにつき

ましては２万6,000円の減額、吉福地区の揚

水ポンプの工事につきましては、逆に62万

7,000円補助金をいただけるということで、

合計しますと44万9,000円の補正という形に

なります。 

 これにつきましての歳出の36ページの一番

下のほうでございますけれども、宮本水路の

工事費の減額、岩見構下の工事費の減額とい

うことで、あと工事の内容でございますけれ

ども、宮本地区につきましては、老朽化した

水路の補修工事を予定しておりました。これ

を取り壊して計画しておりましたけれども、

構造上潰れてしまうおそれがありますので、

水路補強に工法を変更したため、減額となっ

ております。 

 また、岩見構下の農業用水路の改修でござ

います。これにつきましては、素掘りの水路

をコンクリートに改造ということで見積入札

したところ99万7,500円で５万2,000円の減額

が生じたということでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 14ページでご

ざいます。 

 国庫負担金の保育所運営費負担金、保育所

運営費負担金減額でございますが2,097万

8,000円でございます。 

 これは、歳出の保育所運営費の減に伴う国

庫負担金の減額でございまして、歳出の保育

所の運営費が減った理由といいますのは、ま

ず当初予定よりもゼロ歳から２歳児までの受

入数、人数が減ったということ。それとあ

と、町外の委託の分でございますが、結構そ

の委託先の方が転出される方が多くございま

す。これによって保育所運営費が減っており

ます。 

 それともう一点、町外の認可保育所に通わ

れている方が、その保育所が認定こども園化

になるというケースが非常に多く今ございま

して、認定こども園になりますと保育料等も

直接園のほうが徴収するようになります。こ

れによりまして、結構運営費のほうが減額に

なっております。そのせいで国の負担分も減

ったということでございます。 

 続きまして、18ページでございます。真ん

中あたり、風疹の予防接種の緊急補助金でご

ざいます。 

 これは、昨年緊急的に補正でもって対応さ

せていただいた分でございまして、県の補助

金がついております。これは当初接種件数

205件見込んでおりました。これが９月以降

風疹が結構落ちついてまいりまして、最終的

に現在175名ということで決算見込みをいた

しまして、今回７万5,000円を減額させてい

ただくというところでございます。 

 それと22ページ、雑入で保育所一時預かり

事業の保育料減額でございます。 

 これは、今議員おっしゃったように何か問

題があるんかというようなことでございまし

たけど特に問題等はございませんので、緊急

的な一時保育も含めまして当然保護者の都合

によってお預かりする分ですので、対象児童

数が減ったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） はしかは。 

○生活福祉部長（井手俊郎） はしかです

が、私もつい最近新聞では見たんですが、こ

のあたりでは特に京都が集中的に多いようで

ございまして、まだ兵庫県云々という話は出

てなかったようでございますので、当然また

兵庫県で流行的に発生しそうであれば、また

それなりの対応、対策などを考えていきたい

というふうに思います。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 20ページのふるさ

と応援の関係でございますが、本当に太子町

の特産で全国ブランドとは申しませんけど

も、例えば近畿一円に本当にああこれは兵庫

県の太子町だなというふうな商品があればい

いんですけども、イチジク、みそあめ、太子

みそ、もちろんいろいろあるわけなんです

が、なかなかふるさと応援寄附をしていただ
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くに値する、本当に喜んでもらえる商品かな

という悩みは確かにあります。これも担当課

ともよく話します、そういうのがあればいい

のになと。例えばカニだとか何とか牛だとか

本当に全国ブランドがあればそういう自治体

はそういう戦略もありかなというふうに思い

ます。いろんな思いをめぐらせてることは確

かでございます、担当課ともそういう話はよ

くいたします。 

 それから、１つ私が新聞報道、テレビ報道

でふるさと応援寄附でこういう商品が何々市

から送ってきていただいてありがたい、確か

にそのとおりだと思います。ところが残念な

がらその報道の中で、例えばふるさと応援寄

附金が1,000万円入ったとすると、そのお返

しする商品が幾らかかったのかという報道が

全くなされません。ですから、その辺がどこ

の自治体も、まあちょっと言葉語弊あります

けども、手のうちを明かしませんので、本当

に今の太子町は太子町のために3,000円、

5,000円、１万円という純粋なお気持ちでし

ていただいてるところが率直にありがたいん

かなというふうには思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 堀卓史議員。 

○堀 卓史議員 １点だけお聞きします。 

 40ページの説明を受けたんですけど、需用

費の修繕料減額のところです。ちょっと書き

漏れでちょっとわからなかったのでもう一度

説明していただきたいんですけど、最初は宮

本公園を予定していたと、で太子山公園の何

と、もう一つあったと思うんですけど、どこ

の何を修繕したのか。 

 要は聞きたいのは、経年劣化で修理なの

か、それとも何か、事故はないとは思うんで

すけど、急遽補修をしなければいけなかった

理由っていうのを教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 前半の部分は

議員おっしゃるとおりで、宮本公園のあずま

やとベンチの修理を予定しておりまして

325万円計上させていただいておったんです

けれども、これ残念なことに、太子山公園、

総合公園、町与公園、それぞれトイレのドア

が壊されるとか、そういった形で使えないよ

うな状態になりました。当然トイレ使うため

にあるんで早急に直して使っていただくとい

うのが筋ですので、そちらのほうに修繕費を

回した結果、宮本公園とベンチのほうの修理

費としては200万円ほど足らなくなりました

んで今回減額させていただいて、来年度たし

か県の補助がついたと思うんで、そういった

形で来年度修繕させていただくということで

ございます。お願いします。 

○議長（橋本恭子） 堀卓史議員。 

○堀 卓史議員 まあ人為的に壊されたと、

その模様であるということなんですけれど

も、これってどうなんですか、警察のほうに

届け出したりとかっていうのはできるんでし

ょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 太子山公園、

総合公園につきましては、保険にも加入して

おりますので被害届を出しまして、保険のほ

うから修繕していただけるような形にはなっ

ております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 34ページの目８の障害児福

祉費の節13の委託料の件ですけども、障害児

相談支援委託料を減額されたということで先

ほど説明がありまして、要は発達障害児専門

員が巡回しながら今度は巡回の件数が減った

ということなんですけれども、これはいわゆ

るこの理由です。要は発達障害児が少ないの

か、あるいは相談が減ったのか、それから、

あとはまあ定期的に巡回しとうわけですか

ら、その辺の、なぜ減ったのかというその理

由だけお願いします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） この巡回相談
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と申しますのは、まず現場から疑わしきって

いいましょうか、ちょっと異常が疑われるっ

ていうふうな子が現場のほうから上がってき

まして巡回に行くケースと、それと療育中、

まさに訓練とか療育を受けておられる方があ

あいう集団の中の様子を伺うという、そうい

うふうな、それぞれ目的が違いまして巡回に

行っておりますので、当然新たな人、既にも

うそういう訓練に入ってる人とかいろいろご

ざいますので、単に減ったとか増えたとかっ

ていう問題ではございません。結果的に相談

件数が減ったというのは、その事例が、当然

現場から上がってくる件数が減ったとかとい

うのは、それはございますけども。ですか

ら、同じ人がずっと出るっていうわけではご

ざいませんので、それだけ申し添えておきま

す。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 ３点ほどちょっと伺いたい

んですけど、民生費の32ページの繰出金です

か、この３点でちょっとお伺いしたいのは、

国民健康保険の特別会計繰出金ですか、この

金額が106万円ですか、減額されてます。こ

れ、多分当初の予算の関係かなと思うんです

けど、そのほかに何か要因があって減額され

たのか。 

 それと、またこれも同時に28の介護保険特

別会計の繰出金、これもです。それと、これ

も同時に28です。後期高齢者医療特別会計、

これも皆減額されてます。そういう中で、ど

のようなことから減額されたのか。それと、

それなりの理由があって減額されたのか。こ

れをお聞きいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） これ全て繰出

金でございます。 

 一般会計から特会への繰り出しというの

は、全てルールに基づいて繰り出しされてお

るものでございまして、まず国民健康保険に

つきましては減額ということで、まず今回の

減額の要因が３つございます。まず、保険基

盤安定の繰出金、これが274万6,000円、これ

は逆に追加となっております。そして、職員

の給与費に対する繰り出しもルール上できま

すので、これが逆に14万2,000円の減額。そ

して、事業費、出産育児一時金の繰出金、こ

れが366万6,000円の減額ということで、合計

106万2,000円の減額となっております。 

 次に、介護保険の繰出金、これは追加でご

ざいますが、これは歳出のほうで国、県、支

払基金等の平成25年度の交付決定見込みが結

果的に減になりまして、当然それの補填とし

て一般財源を一時的に入れますので、その分

の繰り出しでございます。 

 次に、後期高齢、これもルールに基づきま

して25年度の保険基盤安定負担が決定いたし

ましたことと、それとあと後期高齢特会の中

で事務費繰出金が減額となりまして、それも

合わせて減額ということで166万6,000円の減

額ということでなっております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。 

 したがって、議案第１号は原案のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第２号 平成２５年度兵 

       庫県太子町国民健康保険特別 

       会計補正予算（第３号） 

○議長（橋本恭子） 日程第３、議案第２号
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平成25年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第３号）を議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 12ページの国保のシステム

改修委託料が15万8,000円程度上がっており

ますが、システム改修によるということであ

ったんですが、それについての詳細説明と、

委託先のことだけも教えていただけますでし

ょうか。 

 それと、次のページの14ページの一番上の

出産育児一時金減額、これについても550万

円程度ということで、これの出産件数、想定

より何名分減になってるんか、大体のところ

で教えていただきたいと思います。 

 それと、その下の特定健診の委託料の減

額、当然これ受診の減ということだったんで

すが、前年の減額では100万円程度だったも

のが今年度については200万円ということ

で、大体倍の方が未受診ということで理解し

ておるんですが、その辺の内容についても少

しお話をしていただきたいです。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まず、12ペー

ジ、一般管理費の国民健康保険システム改修

委託料でございますが、これは国の70歳に達

する方がこれから自己負担割合見直しに伴い

まして１割から２割に戻るわけでございます

が、この26年４月２日以降で施行されますの

でシステムのほうの改修が必要となっており

ます。委託先が株式会社ＯＥＣのほうへ委託

いたします。 

 続いて、14ページの一番上でございます。 

 出産育児一時金の減額でございますが、こ

れは出産件数を見込むのは非常に難しいとこ

ろがあるんですが、当初で50件の出産件数を

見込んでおりました。しかし、12月末で20件

ということで、これ以降３月までの分を15件

と見込みまして35件見込んで、その結果

550万円の減額ということになっておりま

す。 

 続いて、下から２つ目で特定健診の委託料

の減額でございますが、これは特定健診受診

率がなかなか伸びないという大きな悩みがあ

るわけでございますけども、直近の決算で言

いますと24年度受診率が26.3％でございまし

て、受診者は1,554名ということでございま

した。25年度見込んでおりますが、これはあ

くまで見込みの数字でございますが、受診率

が26％で0.3％、ほぼ横ばいでございますが

伸びてないと。受診者数についても1,555人

ということで、結果的に１名だけなんですが

ほぼ横ばいということで、当然対象者のほう

は増えておりますので、受診率は結果的に下

がるということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほどの特定健診の話で、

大体毎年同じ人だけが受けてるような感じに

もとれます。やっぱり宣伝の仕方というん

か、それがちょっと悪いんかなと。何か広報

の中にちょろっと書いてあるような程度と

か、もう少し何か大きな紙でそれだけでも特

定健診やでというような内容のことが書いて

あれば、そのチラシ１つ入れるだけでも、何

か広報の片隅に書いてあるような感じもある

し、そういった予約することについても農協

さんのほうに委託するような形になってくる

と思うんですけど、そこにはがきを送った

り、ちょっとわかりにくそうなはがきの書き

方、私も書いたこともありますんで、何かそ

んな、ちょっともう少し大きくやればもう少

し伸びるんじゃないかと。いまだに健康診

断、私も住民の方に行きよという話もするん

ですけども、もういつも終わった後で、また

来年なというようなことで、やはりわかって

いる方はわかっていて同じ人が行くと、だか

らやっぱり受診率の伸びにつながらないと、

横ばい状態が続くということで、もう少し、

結構財政の中でも健康づくり増進とかいろん
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なそういったことをやられているけど、実は

根本の健康健診を受ける率が全く変わらない

ということであれば、何をやってんのかなと

いうことにもなるんで、まずそういった、昨

今やっぱり病気で入院される方非常に多いん

で、そういったことで予防という形の中でそ

ういった医療費を削減していくというような

ことが昨今叫ばれてる中で、もう少し何か案

がないかなというふうに思いますが、その辺

についてはどうですか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 特定健診のこ

の申込方法についてでございますが、以前は

広報の中に直接はがきを入れて自宅からその

はがきでもって申し込んでいただくという方

法をとっておりましたが、平成25年度につき

ましては、40歳から74歳の被保険者に対しま

して特定健診の受診券と集団健診のその申し

込みはがきを、これを同封した個別の受診勧

奨通知というのをお出ししております。 

 それとは別に、また未受診者電話勧奨とい

うことで、過去に受けられた方で最近全然受

けてないとかっていう、そういう方について

はもう個別に電話をしたりもしております。 

 しかし、結果的にはまあこういうような数

字が続いておるっていうことで、26年度につ

いてはさらなるやっぱり取り組みということ

で、被保険者から聞いた意見によりますと、

今送っております受診券がなかなか気づかな

かったとか、見にくかったとかというような

意見が多かったんで、ちょっとその辺のレイ

アウト、色の改善とかその辺もして、できる

だけ目立つような形に今少しでも取り組んで

みようかなというふうには今年度は考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 １点だけちょっとお尋ねし

ます。 

 保険給付費で……。 

○議長（橋本恭子） ページ、済いません。 

○平田孝義議員 保険給付費で高額医療費の

ことなんですけど……。 

○議長（橋本恭子） 何ページですか。 

○平田孝義議員 12ページです。 

○議長（橋本恭子） はい。 

○平田孝義議員 12ページの負担金・補助及

び交付金なんですけど、この一般被保険者の

高額医療費のことでちょっとお尋ねしたいん

です。 

 当初の予算では２億4,000万円ですか、こ

の金額がこのたび600万円増加されたという

ことで、これ何人ぐらい増えられたんでしょ

うか。わかったら教えていただきたいんです

けど。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） この高額療養

費につきましては、例えば１件で何百万円と

いうふうな診療案件もございます。 

 ただ、直近を見ておりますと、そういう極

端に高い診療案件は出ておりませんが、大体

平均的に１件20万円を超えるような診療費の

支払いが増加しているような傾向でございま

す。ちなみに、ここ３カ月ぐらいでは最高で

約80万円の１件診療案件がございました。 

 ですから、特定にこれが大きなのが出たか

というとそうではなくて、若干20万円から

30万円程度の診療件数が今最近増えていると

いうふうな傾向でございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第２号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 
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（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。 

 したがって、議案第２号は原案のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第３号 平成２５年度兵 

       庫県太子町介護保険特別会計 

       補正予算（第３号） 

○議長（橋本恭子） 日程第４、議案第３号

平成25年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第３号）を議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第３号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。 

 したがって、議案第３号は原案のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第４号 平成２５年度兵 

       庫県太子町後期高齢者医療特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（橋本恭子） 日程第５、議案第４号

平成25年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第４号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。 

 したがって、議案第４号は原案のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第５号 平成２５年度兵 

       庫県太子町墓園事業特別会計 

       補正予算（第１号） 

○議長（橋本恭子） 日程第６、議案第５号

平成25年度兵庫県太子町墓園事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 歳入のところで一番上の使

用料のところの360万円、これについての内

容の中で、今全体的に何基あるのか。説明で

も少しあったかと思いますが、それを教えて

ください。 

 それと、次のページしかもうないんですけ

ど、委託料のところの植木の維持管理委託料

減額、これについてもいろいろと植木がある

んですが、これについての減額理由の説明だ

け少しお願いできますか。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まず、６ペー

ジ、一番上でございます。墓園の永代使用料

の追加でございますが、当初この永代使用料

901基分で504万円を計上しておりましたが、

26年１月現在で11基の追加がございまして、

そして最終的に912基となりまして、その追
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加となった永代使用料の追加分が364万円と

いうことでございまして、ちなみにそれから

以降、返還も４基ございまして、現在は

908基ということになっております。 

 以上でございます。 

 それと、続きまして、８ページの植木の維

持管理費委託料の減額でございますが、これ

は内容等というよりも入札の減によって契約

が確定いたしましたということで 1 6万

5,000円を減額させてもらってます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほどの植木の入札、何社

入ってどこが落としたかということだけ教え

てもらえますか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 先ほどの植木

の維持管理の委託料の入札でございますが、

指名業者が６社でございます。土井造園でご

ざいます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第５号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手を願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。 

 したがって、議案第５号は原案のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第６号 平成２５年度兵 

       庫県太子町下水道事業特別会 

       計補正予算（第４号） 

○議長（橋本恭子） 日程第７、議案第６号

平成25年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第４号）を議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 ２点お尋ねします。 

 ８ページ、工事請負費、合併浄化槽の減額

ですけども、110万円というたら今までの経

験からいきましたら１戸丸々分ぐらいが減額

されとんですけども、戸数が減ったという判

断なのか、そういう結果になったのか説明を

求めます。 

 それと、その下の、今非常に我々全員が気

にしてる前処理場生汚泥の計画委託料の減額

ですけども、たしか1,000万円にも満たない

契約であったと思うんですけども、これらは

別に構築物をつくるもんでもないし、現地を

見てそれから後は机上での作業が主であると

思われるんですけども、それらのことは当然

最初から想定された範囲で契約もされとんで

あろうと思うけども、ここで80万円近い減額

があるということはちょっとひやっとする部

分もあるんです。もしかしたら悪い方向へ行

きよんじゃないんやろかとかという心配もあ

りますので、これの詳細の説明を求めます。 

 以上２点です。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、工事請

負でございます。 

 これにつきましては、阿曽地区にできまし

た開発によりまして合併浄化槽を設置すると

いうものでございます。予算としては315万

円予算しておりましたけれども、入札により

まして204万7,500円の入札で残が出まして、

110万2,000円減額させていただいておりま

す。 

 その下の委託料でございます。 

 これにつきましては、清原議員からも御指

摘がありましたとおり、前処理場の生汚泥の
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搬送についていろいろと研究を重ねておると

ころでございます。 

 これにつきましても、当初予算額として

976万5,000円予算しておりましたけれども、

入札によりまして契約額898万8,000円という

ことで入札の残によりまして77万7,000円減

額をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時32分） 

（再開 午前11時32分） 

○議長（橋本恭子） 再開します。 

 それでは、経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 阿曽地区の倉

庫業の開発ということで１件ですけれども倉

庫業ということで人数が多いので便槽が大き

いということでございます。１件でございま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 １点だけお聞きします。 

 歳入のとこで６ページ、前処理場の使用料

についてですけど、この前処理場の下水道の

使用減額ということで58万8,000円。これ仕

事の低下による使用料の減額なのか、それと

あと一つ聞きたいのは、現在の営業されてい

る、皮革の仕事されてる方ですね、３社のま

まなんですか、それをちょっと教えていただ

きたいんですけど。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、前処理

の業務をされておる社ですけれども、３社で

ございます。 

 あと、使用水量につきましては、一応予定

としましては５万3,000立方メートルを見込

んでおりましたけれども、見込みが５万

500立方メートルとなりまして2,500立方メー

トル少なくなるということで、単価235円を

掛けまして58万7,500円ということで58万

8,000円の減額をさせていただいておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 いわゆる低下といいますの

は仕事が減少されているということで理解し

たらいいんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） その辺のこと

についてはちょっと若干わかりかねるんです

けれども、一応当初の予定では24年度の使用

状況を見まして５万3,000というふうな見積

もりをさせていただいたんですけれども、年

間の使用量が若干減ってきたので減額をさせ

ていただいているということでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 ８ページの一番上の揖保川

の下水道維持管理負担金、これについても結

構負担金の増加があって、理由については処

理水量の増加というような話もありました

が、もう少し、再度どこまで説明できるかわ

かりませんが、この負担金についてもかなり

また増額になっているので再度の説明をお願

いします。 

 それと、一番下のところの揖保川流域の下

水道、これについても負担金の追加、若干で

すが、これも処理水量の増加ということで話

ありましたが、再度の説明をお願いします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、負担金

のほうでございます。負担金というか一般管

理費のほうの負担金でございます。 

 これにつきましては、流域下水へ流す使用

量として432万8,000立方メートルに増えたと

いうことで、当初予定が413万3,000立方メー

トル予定しておりましたけれども、19万

5,000立方メートル増加したということと、

処理単価につきまして、予定は55.1円を予定

しておりましたけれども、それが60円になっ

たということと、あと電気代、あと不明水の
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増加などによりまして3,179万9,000円の増加

ということでございます。 

 引き続きまして、前処理場の揖保川流域下

水道の維持管理負担金の追加でございますけ

れども、これにつきましては、水量にはほぼ

影響はなかったんでございますけれども、単

価につきまして、134円が145.8円に増えたと

いうことと、あと維持管理経費として電気代

等の増加によりまして63万9,000円追加させ

ていただいております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 合併浄化槽の件でちょっと

お尋ねしますけども、経験からいったら普通

の家庭で100万円単位ぐらいです、１基。そ

れで、先ほど入札の結果315万円が204万円に

なったという説明をされましたけども、従業

員数が多いから大きな浄化槽やったというこ

となんですけども、そしたら今回のこの入札

に関しては何社ぐらいでやられたのか。 

 それと、ちょっと基本的な入札の話になり

ますけども、まあ個別の１軒の家をやる

100万円台ぐらいのときにも入札を実施され

るんか。それで、そのときは何社ぐらいされ

るんか。そして、対象、その入札に参加され

る業者さんがいろいろとおってと思うんやけ

ども、同じような業者さんばっかりで浄化槽

の入札を発注されとんか。それとも、次々

と、Ａ、Ｂ、Ｃが一遍やればＤからＥ、Ｆと

か、そういう形をされとんか、ちょっと現状

をお尋ねします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、今回の

合併浄化槽の入札でございますけれども、入

札参加業者は５社でございます。ちなみに勝

間設備さんが入札をされ、落とされました。 

 合併浄化槽でございますけれども、通常市

街化調整につきまして集落から100メートル

以上離れてなければ設備をされておるので、

ほとんど合併浄化槽をつけるというようなこ

とは事業自体がありません。 

 あと、個別の下水をつなぎ込むときのこと

につきましても、その施主さんが計画を立て

た段階で見積もりなりをとられるので、その

段階である程度業者はもう施主さん任せにな

ってしまいます。それは、上水にしても下水

にしても同じ形で一度に仕事をしていただく

ためと、それとあといろいろと町のほうも介

入はしますけれども、業者さんとの話等々、

施主さんが進めておられますので、それにつ

きましてはそれを尊重させていただいて工事

のほうはやっていただいております。 

 ですから、まずその合併浄化槽をつけるこ

と自体が非常にまれなケースであるというこ

とで、今おっしゃってたように、例えばＡ、

Ｂ、Ｃの次はＣ、Ｄ、Ｅなのかというような

ことにつきましては、恐らく何年に１回しか

しないので、その当時そのときの登録業者の

中からふさわしい業者を選定させていただい

て入札をしていくという状況だと考えられま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 清原良典議員。 

○清原良典議員 もう一点。そしたら、今回

阿曽の工事は施主さんの要望はなかったと。

ちょい待ってな。施主さんがこの業者も入れ

てくれというような要望があったんかどう

か。 

 それと、結果的に315万円が204万円で落札

されたというたら、今の世の中の太子町の入

札、国交省から出とる最低制限価格からいっ

てもこれ70以下。だから、今世間では70％以

下っちゅうふうなもんはちょっとないんじゃ

ないかと思うんやけど、この分野は例えば底

なしにしとるんかとか、その辺だけちょっと

お答えしていただけますか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、業者選

定のことでございますけれども、当然合併浄

化槽につきましては下水道事業として下水が

行っていないのでつけるということで下水道

事業としてさせていただいておりますので、



－126－ 

それにつきましては案件が大きいので町のほ

うで全て業者選定をさせていただいて入札に

かけたということで、その施主さんの意向と

いうのはございません。 

 あと315万円の予定でございますけれど

も、一応予定単価としましては271万8,450円

を予定しておりまして、落札が204万7,500円

ということになりますので、当初の予定して

いてたものとはまた若干入札の段階で積算が

変わったということでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 ページ、２ページの第２表

の繰越明許費の件ですが、これ糸井地内雨水

貯留施設実施設計事業なんですけども、これ

は当初説明の中では区画整理が遅れているの

で、この繰越明許後に入れたとするという説

明はありましたけども、この基本設計の中で

お尋ねいたしますけども、計画の中では糸井

地内のどの場所なのか。それから、貯類構造

はどういう構造にされるのか。それから、貯

水規模はどういうものなのかの説明をお願い

いたします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、その糸

井地先でございますけれども、今ＪＲの南側

で区画整理事業をしております。その全体の

雨水の排水につきまして、一度に水を流すと

南のほうであふれるというようなことがあり

ますので、その区域内の水を１回貯水槽とい

いますか、貯水池にためまして、その後徐々

に流して、下へのそういう水の流下を防ぐと

いいますか。今は現実田んぼでございますの

で、雨水につきましては田んぼに浸透したり

しながら水路からも流れておりますが、当然

造成工事しますとほとんどの水が水路を通し

て下へ流れるということになりますし、また

総合治水条例のほうでも一定面積を超えるも

のにつきましては設置するようありますの

で、そのことで区画整理事業のほうから貯留

池の工事につきまして依頼がありましたの

で、町のほうで設計をさせていただいて、今

年度執行する予定でございましたけれども、

区画整理事業のほうの進捗が少し遅れている

ため、繰り越しして来年度させていただくも

のでございます。 

 あと、一応一度水をためておくということ

で、プールのような構造物でございます。 

 以上でございます。 

○佐野芳彦議員 貯水量は。 

○経済建設部長（堂本正広） 申しわけない

んですが、貯水量のほうまではちょっと今記

憶にございませんので、また後ほど資料のほ

うを差し上げさせていただきます。 

○議長（橋本恭子） それでは、後で資料を

お願いします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

○平田孝義議員 下水の事業に関しては…

…。 

○議長（橋本恭子） 済いません、平田議

員。指名しますので。ごめんなさい。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 反対討論をさせていただき

ます。 

 下水道事業に関してはさほど私は反対する

ということは全く考えていなかったんですけ

ど、前処理場に関してこういう絡んだ中で先

ほどよりいろいろ質問させていただいた中で

少しでも前に行くかなあという、いつも期待

をしておりました。そういった中で、堂々め

ぐりで考えてみますと、前に進んでいない状

態ではないかなと。それと、３社おられる事

業所の人たちのためにいつまでも町民の税金

をつぎ込むということはどうしても納得がい

かない。 

 まあいったことで、私は以前からこのこと



－127－ 

に対しては反対を唱えてきております。 

 今回もそういった中で、私はこの下水道事

業に関しての補正予算ですか、反対をさせて

いただきます。 

○議長（橋本恭子） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ほかに討論ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第６号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手を願います。 

（挙手多数） 

○議長（橋本恭子） 挙手多数です。 

 したがって、議案第６号は原案のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第７号 平成２５年度兵 

       庫県太子町水道事業会計補正 

       予算（第３号） 

○議長（橋本恭子） 日程第８、議案第７号

平成25年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっておりますので、こ

れから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 ４ページでちょっと２点ほ

どお聞きしたいんですけど、職員手当の減額

ですか。その減額の中の職員手当の減額とい

うのはどういう手当のものなのか。 

 それとあと一点、法定福利費ですか、これ

に対してもその福利費の減額がなされており

ます。そういった中で、この福利費というの

はどういった減額なのか、この２点をお聞き

したいと思います。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 年度当初に予

定しておりました職員の手当及びその共済費

等々の法定福利費が年度末の見込みによりま

して営業費用のほうでは２名、資本的支出の

ほうでは２名、それぞれ試算していたよりも

少ないということで減額をさせていただいて

おります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 福利はいいの、福利も

入っとんの、法定福利。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 職員手当のほ

うにつきましては、超過勤務手当でございま

す。法定福利費につきましては、共済への長

期短期の負担金であるとか互助会への負担金

等々のものでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第７号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。 

 したがって、議案第７号は原案のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第８号 町道路線の認定 

       について 

○議長（橋本恭子） 日程第９、議案第８号

町道路線の認定についてを議題とします。 



－128－ 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 この町道路線の認定そのも

のにどうこうではないんですが、この今回の

町道路線が10あるんですがその中を見てみま

すと、通り抜けができるものが③と⑧です。

ほかは通り抜けができない住宅地ができてお

りますけども、前々からこれいつもこういう

話が出てきとんですけども、基本的に太子町

の都市計画という大きな、大きなところの都

市計画。まあ今は小さなこういう住宅開発が

どんどん進んでおりますんで行きどまりのと

ころがたくさんあるというのが現実なんで、

そういうことであれば災害等にもやはり弱く

なるということになりますので、大きな観点

からの都市計画というのはどういうふうに描

かれておるんですか。できるだけこういう、

あるいは少なくしていきたいという考えは多

分あると思うんですけども、今の法律では許

可せざるを得ないんですけども、やはりそう

いう面からは災害を少なくするという意味か

らも大きな観点の都市計画が必要じゃないか

なというふうには思うんですけどもいかがで

すか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 佐野議員おっ

しゃるとおりで、交通安全上、また火事等々

災害等々によりまして行きどまりであるとい

うことは、入り口で何か事故があった場合に

はその奥の方が避難できないというような状

況でございますので、町としましても県とし

ましても、当然に道路は通り抜けるというの

が原則でございます。 

 ただし、今の太子町の状況を見ますと、そ

ういった通り抜けのできるような開発地とい

うのはほとんど開発行為が終わっておりまし

て、そういったところの開発ができない、通

り抜けできないような田んぼといいますか、

そういうところが残っております。どうして

も今、今後の開発につきましては、そういう

ところの開発がどんどん増えてきますんで、

行きどまりはぜひ避けていただきたいという

のは町の要望であり、また県のほうもそうい

う指導はありますが、何しろ土地利用のとこ

ろで、例えば奥に田んぼがあるから通り抜け

できるでしょうということになるかもわかり

ませんけれども、地権者が違うとか、奥の方

が売っていただけないとか、いろいろなそう

いう事情がありますので、なかなかその辺は

町のほうとしても原則通り抜けでお願いはす

るんですけれども、開発者もしくは地権者

等々のことによりましてそれがかなわないと

いうのが現状でございます。 

 大きな都市計画という意味では、おっしゃ

るとおり、通り抜けができるということが基

本と考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに。 

 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 先ほどのことにつきまして

なんですけど、そうすれば今後ともこれずっ

とこういう状況で置いていくっていうこと。 

○議長（橋本恭子） 済いません。もう一回

言うてください。 

○森田眞一議員 申しわけございません。 

 先ほどのその質疑に対しましての答弁のこ

となんですけど、今後こういうことをずっと

許していかなならんということで、どんどん

とそういうものが進んでいくと。最後には取

り返しのつかないような状況になっていくの

が目に見えているんですけれども、この辺、

今大きな都市計画っていうふうな話もありま

したけども、その辺についてはどのようにお

考えになっておりますか、お聞きします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 今言いました

のは、当然町としましても県としましても通

り抜けが原則であるというのが開発の中でう

たわれておりますが、かといって行きどまり

の中で開発行為はできないのかといいます

と、これも開発の基準の中である一定の条件
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を満たせば車返し等々を設けることによって

許可はおりてしまいますので、町としてはそ

ういう指導はさせていただきますけれども、

現実的には許可要件の中にその通り抜けが条

件としてきっちり入っていない上ではやむを

得ないというような形でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 これ、上の法律がとか条例

がそうだからということになるんだと思うけ

ど、町独自で何か規制するような方法はない

ものかと思うんですけどもいかがでしょう。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 一応町のほう

としましては、指導要綱というようなものを

設けましてこういうふうにしていただきたい

というふうな指導はしておりますが、何しろ

今申しましたように、地権者等々開発業者

等々が行うことでございますので、当然県で

許可がおりるものを町でとめるというような

ことはできませんので、その辺は御理解願い

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 話に乗っかるつもりはない

んですが、その中で太子町の場合はハウジン

グタイホーであるとかＫＡＮＪＵとか、あと

はヴェル・ハウジングみたいな形の中の開発

が多分非常に多いかと思うんですけど、いつ

も町道認定、経済建設もちょくちょく行きま

すけども、やはりやり方が悪いなというとこ

も多々見受けられて、規格品の側溝とか、そ

ういったこともあったり、現場打ちのところ

も少なくなりましたがあろうかと思います。

先ほど言われた地権者とそういった不動産会

社の話し合いの中でやむを得ない状況も多々

あろうかと思います。 

 話の中で、そういった開発がある中で、溝

掃除ですか、結構そういったことが自治会で

やられる場合があって、その泥揚場というん

ですか、そういったこともどこに揚げるんや

というふうな形の中の話もちらっと聞いたこ

とあります。 

 そういったものもやっぱり溝掃除っていう

のを太子町の人も全体の行事があるんですか

ら、そういったことも含めて、いろんな話し

合いもあると思いますけど、どうも何か町の

ほうも余りその辺の許可とか話し合いが、こ

ちらの職員さんとの業者の、余りにも件数が

多いからちょっとなあなあになってないかな

というふうに思うんや。何かどうも不動産開

発業者となれ合いになってないかなと、簡単

にそういったことをおろしてやって行き過

ぎ、また先ほどの行きどまりのとこもあった

り、通り抜けは基本的にはできないとこもあ

ろうかと思いますけども、できるだけそうい

ったことも加味しながら進めていってるよう

に見えへんのや。その辺についてはどうです

か。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 開発行為にお

きましては、道路であるとか側溝であると

か、そういった一定の基準にそぐわない場合

には許可がおりないということでございます

ので、それなりの仕様になっておりますの

で、それが整備されておれば許可をおろさざ

るを得ないというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第８号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり、経済建設

常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号は経済建設常任委

員会に付託することに決定しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 
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（休憩 午後０時00分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第９号 太子町報酬及 

        び費用弁償に関する条例の 

        一部を改正する条例の制定 

        について 

○議長（橋本恭子） 日程第10、議案第９号

太子町報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題としま

す。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 この条例についてなんです

けど、町単位の事業で３歳までの子供たちの

医療費の無料化……。 

○議長（橋本恭子） 違う違う違う、報酬。 

○平田孝義議員 ああ報酬か、ああ済いませ

ん、ごめんなさい。間違いました。 

○議長（橋本恭子） そうですか。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第９号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。 

 したがって、議案第９号は原案のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第１０号 太子町福祉 

        医療費助成条例の一部を改 

        正する条例の制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第11、議案第10号

太子町福祉医療費助成条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 さっきは本当に申しわけご

ざいませんでした。 

 この条例に対して一言聞きたいというか、

私のちょっと意見を述べさせていただきま

す。 

 町単位での単独事業ですか……。 

○議長（橋本恭子） 済いません。意見とい

うんでしょうか、質疑ではなくて。 

○平田孝義議員 ――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

○議長（橋本恭子） ちょっと済いません。

あのね、これはこの。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午後１時02分） 

（再開 午後１時04分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 済いません。今言ったこと

は、とりあえず撤回いたします。 



－131－ 

 そこで、この条例に対し、子どもたちのこ

と、またはお年寄りの老人医療費ですか、こ

れの２つについてのことに対し、御説明をい

ただきます。 

○議長（橋本恭子） 暫時休憩します。 

（休憩 午後１時05分） 

（再開 午後１時05分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 具体的にお願いします。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 老人医療費の助成事業で１

つお聞きしたいんです。 

 低所得ですか、この区分を見ますと、市町

村民税の非課税世帯で世帯全員に所得がない

人（年金収入80万円以下かつ所得が０円の

人）、こういう人でも負担割合が現行１割か

ら改正後２割、外来で8,000円、外来プラス

入院で１万5,000円に変わりますけど、これ

はどういう形で変わるのか、それを御説明を

いただきます。 

○議長（橋本恭子） 暫時休憩します。 

（休憩 午後１時07分） 

（再開 午後１時07分） 

○議長（橋本恭子） それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 森川課長。 

○町民課長（森川 勝） 先ほどの御質問で

すけども、70歳以上、70歳から74歳までの負

担割合が現行１割を特例措置で設けておりま

したけども、それが２割に、もともとの法令

どおりになります。それに伴いまして、65歳

から70歳の老人医療につきましても１割、低

Ⅱのほうです、低所得者の方についても全て

２割にさせていただいて、その分につきまし

て均衡を図ったということでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） それでよろしいか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 ３歳までの医療費の無料化

についてなんですけれども、住民ニーズの高

まりというのが一つの原因であるっていうふ

うにもおっしゃられてたんですが、実際に議

員から結構そういう声っていうのは過去一般

質問等でも上がってたと思うんですけれど

も、現場というか、実際の保護者の声ってい

うのも聞く場っていうのは設けられたのでし

ょうかっていうのが１つと、あとこれによっ

て姫路市さんと同等の内容になるかと思うん

ですけれども、今回３歳までにされた理由、

先日もちょっと御説明あったんですけれど

も、とそれによっての金額的なところもある

かとは思うんですが、課題等もしこういうふ

うなものがあるよとか、先々ではこういう懸

念があるけれども今回こういうふうな、それ

によって懸念もあるので今回３歳までにした

んだよとかっていうそういう理由があればお

伺いしたいのと、あと内容的にはすごいいい

ことだと思いますので正直放っておいてもそ

ういうことは広まっていくのかなと思うんで

すが、どの程度周知、告知をどういう形でさ

れるのかっていうのをお願いします。 

○議長（橋本恭子） 町民課長。 

○町民課長（森川 勝） 先ほどのまず１

点、説明等というんですか、住民ニーズを直

接聞いているかどうか、説明会等で聞いてい

るかどうかということですが、そういうこと

はしておりません。当然窓口のほうで町民さ

んの方から担当部局、私も聞いたことござい

ますけども、姫路市はこういうことになって

る、移動のほう多いですから、太子町はない

んですかというような声は数回聞き及んでお

ります。 

 続いてですけども、実際なぜ３歳までかと

いうようなことでございますけども、実際身

体の発達が未成熟な低年齢層といいますのは

３歳ぐらいかなと思っております。そちらの

方が病気になりやすいリスクが高いというこ

とで３歳までの子供というような形で今回さ

せていただいております。これによりまし

て、姫路市さんと同じような、同程度の内容

になろうと思っております。 

 課題につきましてですけども、近隣の他市
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町につきましてはかなりの市町で中学３年生

までというようなことをされていらっしゃい

ます。ただ、実際中３までとなりますと約

5,000万円ほどの町費、町単独で助成をする

必要があります。実際そこまで財政面がいい

のかどうか、それをしていいのかどうか、他

の事業に影響が及ぶと思っております。なお

かつ、小４から中３までのこども医療につき

ましては、今県の補助金というのは26年度時

限で切れる法人県民税の超過課税というもの

でされています。これが今後どうなっていく

かはこの26年の夏ぐらいから県のほうで協議

をされると聞いておりますし、それがなくな

りますと完全に今既に中３までやっていらっ

しゃる方、ところについては、あと入院のほ

うもそうなんですけども、非常に厳しい財政

運営を強いられるのではないかと考えており

ます。 

 周知につきましては、この議会で議決をい

ただきました後、広報や実際に６月ぐらいに

所得判定をし、受給者証なりを送付するんで

すけども、その際でしおり等、パンフレット

等を入れて周知を図ってまいりたいと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今の福祉医療の中の３歳ま

での医療費の無料化の件ですが、完全に無料

化いたしますと当然町の持ち出しが多くなる

だけで、実際どれぐらいの町のこの部分に関

して負担が増えるのか。負担というのは、そ

れは町の負担です、が増えるのかということ

と、もう一つは各医療機関受診の際に、要は

国保、社会保険証プラス、それ以外に何か特

定のものを出す、障害者やったら障害者手帳

とかそういう診察券ありますけど、診察券で

なしに、そういう証明するものを出すように

なってますけども、今回この３歳まで無料化

ということで何か特別に診察券以外に何か出

すものがあるのかどうかというのをお尋ねい

たします。 

○議長（橋本恭子） 町民課長。 

○町民課長（森川 勝） まず１点目なんで

すが、３歳までにつきましては、毎年ですが

1,300万円ほどの財源が必要になろうと思っ

ております。 

 それと、医療機関等への診察に関しまして

は、当然保険証プラス受給者証、福祉医療の

乳幼児の受給者証です。そちらのほうに通院

の欄に３歳までについては０円というような

形で記載がされることになり、それを医療機

関のほうが見まして０円と、要するに無料と

するものでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今の財源の問題で1,300万

円要るということなんですけども、その財源

の確保は当然来年度予算があるんですけど

も、財源の確保ができた上でこの条例がある

と思うんですけども、その確保のほうは大丈

夫ですか。 

○議長（橋本恭子） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 当然当初予算組め

ておりますので、財源のほうは十分確保でき

ております。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 これについても片っ方では

３歳まで無料やと、片一方では年金、所得の

関係の中から１割から２割に引き上げという

形の中で実質の値上げという形になって、あ

る程度の所得を得られる方、またここにおら

れる方については余りそういったことは考え

ないと。私も最初はちょっと若い話をしてい

る中で、やっぱり若い方々が住みやすい社会

っていうのを考えていた話もしてました。 

 ただ、たまに年いった方が、やっぱり井川

君も年とるんやでという形になって、いろい

ろ考えます。何でも無料は多分ええことやと

思います。財源の確保等もあろうでしょう。

僕はやっぱり何でもかんでもただっちゅうの
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は、やっぱり一番怖いなと。まあたとえそう

いったゼロ歳から３歳までと。実際中学３年

生までの医療費無料化を訴えるようなことは

よくあります。他市町でもそういったことを

推進されていると思います。 

 ただ、やっぱりただより怖いもんはないっ

ていう、いろいろと行かんでもええ病院行っ

たりして薬だけもらって帰ってくるとか、そ

ういった傾向が非常に強くなってきて、また

それが医療費を圧迫していくという形の中

で、やっぱりどうなんやろと。ちょっと一部

でも負担するべきやと僕は思うんや。思いを

語るわけやないですけど、たとえ３歳までで

も100円ぐらい取るとか、そんなんでもええ

んかなというように僕思います。 

 これ、本当に近隣も含めてやけど、先ほど

も課長も今言われましたけど、そういった中

３までの医療費無料化5,000万円ぐらいかか

るから、そういったことという話もされてま

したけど、実際その他市町云々というより

も、太子町の中でそういった町長の考えもあ

ろうでしょうけど、実際にどっからどこまで

無料にしたいんやという今の意見ございます

か。 

○議長（橋本恭子） 暫時休憩します。 

（休憩 午後１時18分） 

（再開 午後１時18分） 

○議長（橋本恭子） それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 町民課長。 

○町民課長（森川 勝） 今こうやって条例

を提案させていただいている３歳というのが

今太子町が行くべき道だと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第10号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第10号は福祉文教常任委

員会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第１１号 長寿祝金条 

        例の一部を改正する条例の 

        制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第12、議案第11号

長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 本案については、２月25日本会議で既に提

案理由の説明が終わっていますので、これか

ら質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 ２点お尋ねします。 

 まず１点目、予算的にはこれをこのように

変えることによって１年当たり大体どれくら

い違ってきますかという点が１点目。 

 ２点目は、老人会等にこのことについて、

こういう考えについて、これそのものでなく

ても考え方について御意向、御意見という

か、そういうのは老人会等にお聞きになられ

たことはございますか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まず、予算額

でございますが、24年度のこの長寿祝い金の

決算額が1,010万1,000円ですか。25年度の決

算見込みが1,048万7,000円ということで見込

んでおります。 

 ちなみに、26年度、今回最終予算で488万

円計上させていただいております。 

 それと、あと老人会のほうのこのお話の件

でございますが、当然議会等こちらのほうの

お話がまず見通しができないとお話できない

というふうに思っておりますので、ある程度

こういう議会等の手続が終わった後に早急に

お話はしたいというふうに考えてます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 
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○服部千秋議員 議会の手続が終わってから

話すと言われたら、もう決まったことを話す

ことになりますので、じゃあ事前にこういう

ことについての老人会の意向は聞いていなか

ったということでよろしいですか。 

 私は、このこと自体、条例を聞けませんか

ら、そのこういう考えあるんやけどどうでし

ょうかねえというようなことを聞かれるべき

だったと思いますし、聞いていないというこ

とでしたので、いきなり決まったものが老人

会のところへこうなりましたんでってなるの

でお尋ねをしました。 

 聞かれていなかったということがわかりま

したので、意見としては全く聞かないという

のもいかがなものだったかなという私の思い

は申しておきます。答弁は要りません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 これは言わな済まんやろ。 

 この議案につきましては、嫌われもって何

年にもわたって言い続けてきました経緯もあ

りまして、やっとかなという思いです。これ

はもう心入れて賛成はさせていただきます

が、ちいと嫌みも言わせてもらわんとねえ。 

 当初の説明では、町長、副町長ともに福祉

関連予算とのバランスを考えたものにしたと

の説明があったと思いますが、今になって何

のバランスやと言いたいし、首もかしげま

す。 

 ということは、昨年まではそんな話は全然

この説明の中ではなかったわけです。何とか

改正しろ改正しろと言うても全然そんな説明

の中にはそんな話はなかったわけや。なら、

昨年と今年の予算でえらくバランスが崩れた

とこが出てきとんじゃないかと思うんや。そ

こがどのような面でバランスが崩れたのか。 

 それと、今削減効果についても数字的にも

私もお尋ねをしようと思うたけども、まあま

あ金銭的には約五百数十万円の効果額と出て

くるわけです。金額ではこのように判断しま

すが、兵庫県の中では当然ずっと県が一番最

初に声かけをやって各自治体がついていっ

て、県が早うからこれを逃げて、それで各自

治体もいろんな面で修正をかけてきて、太子

町はやっとこの修正なんやけど、今残ってこ

の長寿祝い金たるもの同等のことを行ってお

るところで、今度改正するこの内容がどの程

度の位置におるわけですか。まだこれでも兵

庫県の中でも各市町村の中では一番やとか、

いや一番下ですとか、まだまだまた何年かす

ればまだ見直していく要素があるとか、その

辺の思いをお答え願いたいと思います。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まず、このた

び長寿祝い金の改正するに当たりまして、当

然予算額500万円近くの予算が軽減されるわ

けでございますが、この福祉全体の施策の中

でどういうふうにバランスをとっているのか

というような御質問でございますけども、ま

ず先ほど説明をいたしました３歳児未満の医

療費の完全無料化、まずこれは大きな問題だ

と思います。これをひとつ同じ時期に計上さ

せていただきました。 

 ただ、ちょっと先行しておりましたが、障

害者に対してのやすらぎタクシー、これもこ

の福祉全体のバランスの中で考えたものでご

ざいます。 

 そして、来年度以降、子育て支援事業計

画、当然これが策定されるわけでございます

が、当然この中の整備事業、これは子育て世

代中心の施策になると思いますが、そちらの

ほうに恐らくかなりのウエートを占めてくる

んじゃないかなというふうには考えておりま

す。 

 それと、今回の77歳の１万円、88歳の２万

円の件ですが、兵庫県全体の中でこの額がど

の程度のレベルにおるのかというような御質

問でございますが、私どももこれ額を決定す

るに当たりまして、まずその辺のところを、

兵庫県の状況から勘案いたしまして、やはり

一番多いのがやはり本来我々が今回決定いた

しましたこの支給方法でございます。 
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 ただ、高齢者施策の全体から考えますと、

この長寿祝い金だけではなくて、当然これに

付随したほかのいろんな施策やっておられる

とこもたくさんあります。例えば、品物でお

渡ししてるとこ、敬老会の中でやってるとこ

ろとか、また今長寿お祝いのお写真を撮って

あげたりとかというようないろんなこともや

っておりますので、一概にどの程度の手厚さ

かというのは比較はなかなか難しいとは思う

んですが、単なるこの祝い金の額だけで言え

ば、まず県下平均的なところではないかなと

いうふうに私は思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 この内容については、僕も

すごいいいなあと思うんですけれども、ひと

つこれ支給方法が変わらないのかなっていう

のが１つ確認したいところでして、今まで配

っていただいて、支給していただいてた方が

結構大変やっていう声もちらっと聞いたりな

んかもしていたので、単純に周る数が減れば

配る分に対しての負担っていうのは減るとは

思うんですけれども、まあ数少ない接点であ

ったかもしれないというところが減るのはち

ょっと、それに対してのフォローっていうの

も必要なのかなと思ったので確認だけしたい

と思います。 

○議長（橋本恭子） さわやか健康課長。 

○さわやか健康課長（首藤武司） ただいま

の御質問でございます。支給方法でございま

すが、今までは敬老会の後、各自治会にお願

いしまして各戸配付で配っていただいており

ました。今後、対象者が77歳、88歳というふ

うに限定的になります。 

 ただ、お支払い方法として、そういった意

味では口座振替っていう方法も考えられるの

かなとは思いますが、今後この議案が御議決

いただきました後、そのあたりも精査しなが

ら考えたいと思います。 

 ただ１点、思っておりますのは、口座振替

にしますとなかなか手続に来られない方、あ

るいはそういったことをしにくい方といいま

すか、そういった方もおられますので、でき

ましたら従来どおり自治会の方々に敬老会の

後配っていただく方法を続けたいなあという

ふうには今のところ思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 もう一点、ちょっと私が文

字を見落としとうかもわからんねんやけど、

祝い金と一緒に何か品物があったでしょう。

あれはどないしてんかな。品物何もなかった

ですか。 

○議長（橋本恭子） さわやか健康課長。 

○さわやか健康課長（首藤武司） 敬老会の

ときに品物をお配りしてたのは、平成18年か

19年ぐらいまでです。それまでは品物、バス

タオルだとか、そういったものを、平成20年

ぐらいだったですか、ちょっと記憶定かでな

いんですが、そのあたりまでは品物配ってい

ただいておりましたが、平成21年か22年から

は現金、お金、お祝い金のみ配っていただい

ていると。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 清原良典議員。 

○清原良典議員 え、ほんま。何もない、品

物。私こっちで自治会長しとうときにまとめ

て品物配った経緯があるけども。間違いない

でっか。 

 そんなもんもやめて、それから来賓で行っ

たやねえ、もうふだん仕事もしとらんような

者にも記念品も何も出さんようにするほうが

よろしいでっせ。私も含めて。もう要らんこ

とはやめときまほいな。 

○議長（橋本恭子） さわやか健康課長。 

○さわやか健康課長（首藤武司） お祝い品

のことにつきましては、今現在はお配りして

おりません。 

 来賓の方々へのお土産をということでござ

いますが、それについてはそういった御意見

もお聞きしましたので、26年度より考えさせ

ていただきたいというふうに思っておりま
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す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 一点、確認をさせてもら

います。 

○議長（橋本恭子） マイクに近づいてくだ

さい。 

○吉田日出夫議員 今皆さんこの長寿祝い金

が削減されるという形で万々歳のように言わ

れておりますけども、私は反対です。 

 というのは、ここにも命題にきちっと条例

で多年にわたり社会の発展に尽くしてきた高

齢者を敬愛し長寿を祝う、立派なことが書か

れとんのに、そんな意味からいうたら何でや

ねん、それで半減されるって喜んで。太子町

も、ほいでこれ100歳以上はこの条例を廃止

するというてますけどなぜかというのが聞き

たいのと、それと今500万円余りの金がこれ

削減になるんですけど、それに対して何らか

のほかのことをじゃあお考えがあるのかどう

か。そこら辺をお聞きしたいと思います。 

 本当にこれそないに手たたいて喜ぶ問題で

はないと私は思ってます。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 吉田議員がお

っしゃるとおり、予算的には当然まあ減って

るわけでございますけども、当然長寿を敬う

気持ち、当然お祝いする気持ちっていうのは

何ら変わりはございません。 

 ただ、今これだけの高齢化社会、今男性の

平均寿命でももう約80歳、女性はもう90歳に

なろうかと言われてる時代でございます。こ

れが、このお祝い金制度がそのままでずっと

行くのか、本当の意味の長寿のお祝いってい

うのはそしたら何歳からっていうのは当然議

論されるかと思いますが、その辺も含めまし

て、今回本当にお祝いできる年齢、仕方って

いうのを検討したわけでございます。 

 それと、あと100歳以上の方についてです

が、これは何も今までと何ら変わりなく、条

例のみは廃止させていただいて、この条例

に、今回新しい条例に一本化させていただい

ておりますが、100歳到達者についても10万

円というのも県下で本当に数市しかありませ

ん。もうこれだけ出しているとこはまずない

と思います。 

 それと、100歳を超える方についても、今

までどおり毎年２万円、これも何ら変わりは

ございませんので、決してお年寄りの施策が

後退したとかっていうようなことはないかな

というふうに私は感じております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかにありますか。 

 吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 今部長のお言葉で我々も

少し安心しましたけど、先ほど井川議員も申

されておりましたけど、子育てとか小さなゼ

ロ歳から３歳の今のいろんな医療費の問題も

出てましたけど、子供に対してはきょうび、

ほんまにいろいろとそういう助成金が出るよ

うな形があるんやけど、お年寄りに対してや

っぱり本当に敬愛を持って、やっぱり我々も

長年面倒を見てもらったという気持ちを忘れ

ない形での姿勢で頑張ってもらいたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第11号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第11号は福祉文教常任委

員会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第１２号 太子町国民 

        健康保険税条例の一部を改 
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        正する条例の制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第13、議案第12号

太子町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 ２番目の軽減判定所得基準

の改正のとこですけども、この参考資料の

11ページのとこ。これの現行がのところの５

割軽減基準額のところで、確認なんですが、

現行は「世帯主を除く被保険者」で、改正後

は「被保険者」、これ書いてあるとおりなん

ですが、これで、もうこの改正でこれはよし

なんですね。これだけ答弁求めます。 

○議長（橋本恭子） 税務課長。 

○税務課長（三輪元昭） そのとおりでござ

います。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 ……ありましたんで、これ

何でこう変わっていったのか、その説明もあ

わせてお願いします。 

○議長（橋本恭子） 税務課長。 

○税務課長（三輪元昭） 軽減措置の拡大に

つきましては、国民健康保険の加入者の全体

としまして、割と低所得者の方が多いという

現状から、なかなか計算どおりの御負担がで

きない方がいらっしゃるということで、所得

の少ない方に関しましては２割、５割、それ

と７割という軽減措置を設けております。 

 その中で、さらに２割と５割の軽減の方を

拡大するために、このたびの改正になってお

ります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第12号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり、福祉文教

常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第12号は福祉文教常任委

員会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第１３号 太子町立図 

        書館の設置及び管理に関す 

        る条例の一部を改正する条 

        例の制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第14、議案第13号

太子町立図書館の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題

とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 これについても書いてある

ことを読めばわかるじゃないかと言われるん

ですけど、この間もちょっと私１つ本を図書

館で借りまして、課長にもちょっと電話して

もらいちょっと確認もしたりしたんやけど。

なかなかその開館時間とか閉館曜日とか、な

かなかこれもわかりにくいなというような話

の中でこういった条例のちょっと確認の意味

の条例の改正がということで、これ課長にお

答えしていただきたいんですが、読まんかい

ということなんです。再度説明だけしてもら

えますか。改正前と改正後の。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 前半部分、議員が

おっしゃったとおり、あそこは文化村が３館

あるわけですけども、文化会館と歴史資料館

はほぼ開館体制が一緒、ところが図書館だけ
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違うという形で、月曜日に来ても休みの月曜

日があったり、午前中は開いとって本ここで

借りて帰った、昼から返しに行こうと思うた

ら閉まっとった。実際何がほんまやねんとい

うことがあるわけですので、そういった意味

で、とりあえずは１、３を除く２、４、５に

ついては６時まで開けると、ほいで金曜日は

８時まで開けるという形で整理して、最終的

には他の２館と同じような形でするのが望ま

しいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第13号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第13号は福祉文教常任委

員会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１５ 議案第１４号 太子町立文 

        化会館の設置及び管理に関 

        する条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第15、議案第14号

太子町立文化会館の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第14号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第14号は福祉文教常任委

員会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１６ 議案第１５号 兵庫県市町 

        村職員退職手当組合を組織 

        する地方公共団体の数の増 

        減及び兵庫県市町村職員退 

        職手当組合規約の変更につ 

        いて 

○議長（橋本恭子） 日程第16、議案第15号

兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体の数の増減及び兵庫県市町村職員

退職手当組合規約の変更についてを議題とし

ます。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第15号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。 

 したがって、議案第15号は原案のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１７ 議案第１６号 兵庫県後期 

        高齢者医療広域連合規約の 

        変更について 
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○議長（橋本恭子） 日程第17、議案第16号

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更に

ついてを議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第16号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。 

 したがって、議案第16号は原案のとおり可

決されました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後１時44分） 

（再開 午後１時45分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１８ 議案第２４号 工事請負変 

        更契約の締結について（鵤 

        旧国道線道路整備工事） 

○議長（橋本恭子） 日程第18、議案第24号

工事請負変更契約の締結について（鵤旧国道

線道路整備工事）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（北川嘉明） 議案第24号工事請負変

更契約の締結について（鵤旧国道線道路整備

工事）説明を申し上げます。 

 本案件につきましては、平成25年７月に議

決をいただきました鵤旧国道線道路整備工事

契約について変更が生じたため議決を求める

ものでございます。 

 当工事につきましては、擁壁工、側溝工等

の仕様変更及び地下埋設物施設等移設工の追

加が生じたため、株式会社正建設と締結して

いる工事請負契約を変更するものでございま

す。 

 契約額は、変更前契約額「 8 , 6 3 6万

2,500円」に140万700円を追加し、「8,776万

3,200円」とするものでございます。 

 詳細につきましては、経済建設部長より説

明を申し上げますので、よろしく御審議を賜

り、原案のとおり御議決いただきますようお

願い申し上げまして、提案説明といたしま

す。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 鵤旧国道線道

路整備工事の変更契約の締結につきまして、

詳細説明を申し上げます。 

 変更内容につきましては、既設擁壁とのお

さまりの再検討により擁壁工の高さに変更が

生じたこと、管渠工について、隣接道路の交

通状況を踏まえ設置延長を削減したこと、地

元水利管理者などの関係者との協議により側

溝幅に変更が生じたこと、道路拡幅に伴い支

障となる樹木及び構造物、地下埋設物の移設

について本工事で実施することとしたこと等

により変更をするものでございます。 

 その概要は、擁壁高さを「平均１メート

ル」から「平均1.38メートル」に、管渠工の

延長を「196メートル」を「186メートル」

に、側溝工として129メートルの区間の側溝

を「幅60センチ」から「30センチ」に変更

し、附帯工として樹木伐採95本、芝張工とし

て150平方メートル、既設給水管移設３カ所

の追加など、それぞれ数量を変更いたしまし

た。 

 その結果、契約額を当初契約に140万700円

を増額し8,776万3,200円とするものでござい

ます。 

 以上が工事請負変更契約の主な内容であり

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 提案理由の説明が終わ

りました。 
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 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 これについても新庁舎の建

設予定地の南側ということで、私も何回も現

場通ったりします。きょうでも道見に行った

らいいんちゃうかと思いますけど。自分で見

に行けというやつもおるから。何で上程され

たときに何で道見に行け言われなあかんのや

としょうもないこと言うやつおるから。 

 これ8,600万円、約１億円のお金でやるや

つです。いつもこういったことになってくる

と、いつも私何でもかんでも言いますけど、

ほんまに精査して見積もりして入札して落札

された。あとになって、埋設物があるから動

かさなあかんからとか、擁壁が高くせなあか

ん、側溝がこれやったら倍になっとる、倍ち

ゃう、２分の１、129メートルに関しては。

そん中に水道管、これ移設、わかれへんのか

な。既存の伐採95本、わかるん違う、これ。

聞きたい。 

 皆さん街づくり課が一緒になっていろんな

工事契約、それについても35億円以上かかる

庁舎があって、その前の道に9,000万円の金

突っ込んで道つくる、お金足りへんから

140万円です。もう余りひどいんちゃう。 

 さっきの何か長寿祝い金なんかへみたいな

もんやで、こんなもん。400万円減になった

とか。片一方で何か絞って絞ってやって、結

局使う金、絞った金の倍使うて、これ何しよ

んやろと。急に出してきたように変更契約や

いうて、これいつものことやけど。この側溝

工にしても、これ何で幅が60センチから30セ

ンチ、こんなんわからへんかったん。これ、

説明してください。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 鵤旧国道線の

南側は、古くはほとんど田んぼでございまし

た。田んぼに対する農用水ということで、そ

の現在は30センチで行っておりますけれども

60センチぐらいの水路として田んぼをつくる

ために必要としておりましたが、ほぼ、全て

とは言いませんけれども、地元自治会等と協

議した結果、雨水排水のみ、まあ当然生活排

水は下水に流れておりますので雨水排水のみ

になりますので現況の60センチの幅は必要が

ないというようなこともありまして、60セン

チから30センチに変更したものでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 ……とんやね。あかん、ま

あ必要がなかったからとか、だからその前

に、まあこれの場合は側溝幅が60から30にな

っとうから、まあ言うたら材料代はちょっと

安なったかなという程度やけど、最終的にい

ろんなことを含めてやったら、伐採が増えた

とか、既存樹伐採95本って、芝工150平米と

かという、わからへんかったんですか。後か

ら何か、何をしたから追加工事に伐採が95本

なんかになったんやろ。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 当初の計画と

しましては、桜とか伊吹の伐採、芝張りにつ

きましては、東芝に補償という形で金額で補

償する予定でございました。ところが、工事

の進捗状況等々にあわせまして、東芝がそれ

にあわせて移設なりするのは非常に難しいと

いうことで、工事の一環としてやってもらえ

ないかということになりましたので、補償を

予定しておりました分につきましては、工事

のほうで伐採及び撤去等をさせていただいた

ということで415万2,000円強の価格が必要に

なったということで、逆に補償のほうとして

は約500万円ほど予算として置いておったん

ですけれども、76万円幾らかで補償のほうの

費用は済んでおります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 
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 まず、反対討論ですか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 どちらにしてもここにおら

れる方、そらほとんどがこの変更契約どうな

っとんかわかっとんかな。今の状態が。見ん

と議決するやろう思うけど。不思議でならへ

んのや。見てもないもんをこれ書いた文字だ

けでわかるんかな。わかっとう人、説明して

から賛成するんやったらしてほしい。わから

んわ、これは。 

 最終的には、だからマイナスになっとうけ

ど、結局どっかがマイナスになって、最終的

にはこれ140万円。こんな、また見に行こう

か言うたら見に行ったったらという話になる

んでしょうねえ。まあ議長うなずいとったら

世話ないけど。 

 この時点では賛成することはできません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ほかに討論ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第24号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（橋本恭子） 挙手多数です。 

 したがって、議案第24号は原案のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１９ 議案第２５号 平成２５年 

        度兵庫県太子町一般会計補 

        正予算（第６号） 

○議長（橋本恭子） 日程第19、議案第25号

平成25年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第６号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（北川嘉明） 議案第25号平成25年度

兵庫県太子町一般会計補正予算（第６号）に

ついて説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、源泉徴収漏れに係る延

滞税及び不納付加算税等の追加、繰越明許費

の補正であります。 

 その内容としましては、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ340万4,000円を追加

し、歳入歳出の予算の総額を93億2,183万

9,000円とするものであります。 

 歳入予算につきましては、国の補正予算の

成立に伴い普通交付税の調整率が廃止され、

地方交付税に340万4,000円を追加するもので

ございます。 

 歳出予算につきましては、税務署に延滞税

及び不納付加算税を納付するため、会計管理

費に140万4,000円を追加するものでございま

す。 

 その内容としましては、土地家屋調査士及

び建築士の個人事業主について事業所名など

から法人であると誤認し、源泉徴収していな

いことが税務署からの自己点検依頼により判

明しましたので、徴収漏れとなった源泉所得

税2,019万8,200円を債権者から返還していた

だき、２月25日に税務署に納付いたしまし

た。 

 それに伴いまして、国税通則法第60条第１

項第２号による延滞税39万4,300円及び同法

第67条第２項による納付税額の５％に当たる

不納付加算税100万9,500円を合わせた140万

3,800円を自主的な期限後納付として負担す

るものでございます。 

 また、基金費につきましては、歳入の追加

に伴う調整として財政調整基金積立金に

200万円を追加しております。 

 繰越明許費の補正につきましては、新庁舎

建設事業において25年度の工事前払い金
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4,000万円に都市再生整備計画事業費補助金

及び都市再生整備事業債を予定しておりまし

たが、国、県との協議により、工事の出来高

に応じて補助が行われるため、4,000万円以

上の出来高が見込める26年度に国の予算が繰

り越されることになったため、本町の当該事

業費もあわせて繰り越すものでございます。 

 よろしく御審議を賜り、原案のとおり御議

決いただきますようお願い申し上げ、提案説

明とさせていただきます。 

○議長（橋本恭子） 提案理由の説明が終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 今の町長の説明から、なぜ

源泉徴収漏れが起こってどうのこうのという

話が、いきさつがあったんですけれども、そ

の法人、町側でわかるかどうかわかりません

が、法人がこれは故意にやったのか、あるい

はちょっと額が大きいんですけども、わから

なかったとか、法人自体がですね。その辺の

理由づけ、わかりますか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） おっしゃるとおり

でございまして、ゴム印で請求書、報酬の支

払いとかいろいろ物品買うなり、工事請け負

うなり、いろいろ請求者はゴム印を押して、

会社印押して、代表者印押して、法人だとよ

くある、それが普通のケースなんですけど

も、我々職員側が見落としておりました、会

計課のほうが。よくゴム印で請求書が来て、

何々事業所押して代表者印押すと、頭っから

法人やと思い込んでしまうんです。おわかり

ですか。 

 例えば、どこどこの本屋さんやったら、本

屋さんの法人ではないの、そこの目の前の本

屋さんやから法人ではないのわかって判こ

を、例えばヤマモト商店やったらヤマモトさ

んってすぐわかるんですけども、いわゆるそ

の法人に近いような名称の個人事業主が事務

所印に角印を押して判こを押してくると会計

課のほうも法人だというふうに思い込んでし

まうんです。それで誤認があったということ

は、もうこれは職員のミスということはもう

はっきりしておりますんで、その辺について

はおわびを申し上げたいというふうに思いま

す。 

 個人と法人とを誤認したという内容でござ

います。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第25号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。 

 したがって、議案第25号は原案のとおり可

決されました。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午後２時03分） 

（再開 午後２時20分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２０ 議案第１７号 平成２６年 

        度兵庫県太子町一般会計予 

        算 

○議長（橋本恭子） 日程第20、議案第17号

平成26年度兵庫県太子町一般会計予算を議題

とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井村淳子議員。 
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○井村淳子議員 済いません。２点お聞きし

たいと思います。 

 97ページの民生費の中の臨時福祉給付金の

関係ですけれども、これは前々から消費税の

増税が所得が少ない人に対するそういう逆進

性の対策として住民税が非課税の方に１人１

万円、また公的年金とか児童扶養手当を受け

る方には5,000円が上乗せされるというふう

な報道もずっと来ておりますが、太子町にお

ける今回のそれぞれの対象者とそれと周知方

法とまた支給の日程、これについてお伺いを

いたします。 

 それと、111ページ、今度は同じ経済対策

で子育て世帯の臨時特例給付金の関係ですけ

れども、これも今回の消費税の増税によって

食費とか養育費などの出費がかさむ世帯、子

育て世帯に給付がされるわけですけれども、

太子町における同じく対象者と周知の方法、

また支給の日程についてお伺いをします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） それではま

ず、臨時福祉給付金等給付事業補助金

9,056万円でございます。97ページでござい

ます。 

 この事業は、本年度４月から消費税率の引

き上げに際しまして、低所得者に与える負担

の影響を鑑み、低所得者に対する適切な配慮

を行うため、国が暫定的、臨時的に給付措置

を行うものでございまして、給付対象者とい

たしましては、町民税均等割が課税されてい

ない人の中から町民税の均等割が課税されて

いる者の扶養親族と、それとあと生活保護世

帯内で対応される非課税世帯を除いた者とい

うことになっておりまして、対象者は本町に

おきましては現在試算しておりますのが給付

全対象者で6,484名で、そのうち加算対象者

につきましては、半分の3,242名というふう

に見込んでおります。 

 支給時期につきましては、６月の町民税の

賦課決定後ということになりますので、一番

早い時期で７月、できれば早急に対応したい

というふうに考えておりますので、７月から

９月の時期ぐらいかなというふうに考えてお

ります。 

 ちょっと申し添えますが、先ほどの給付対

象者でございますが、あくまで町民税、これ

が課税されていない者からということで、こ

の判定によりますので、あくまで申告はされ

ている方ということはもう最低条件になりま

す。 

 それと続きまして、子育て世帯臨時特例給

付金給付事業補助金5,492万5,000円でござい

ますが、内容の趣旨は先ほどの臨時福祉給付

金と似ておりまして、あくまでこの４月から

の消費税率の引き上げに際しまして、子育て

世帯への影響、これを緩和するとともに、子

育て世帯の消費税の下支えを図る観点から、

国が臨時的な給付措置を行うものでございま

して、これはあくまで児童手当の上乗せでは

なく、臨時福祉基金と類似の給付金として、

これと併給調整をするということでダブるこ

とはないということでございます。 

 支給対象者につきましては、基準日におけ

る26年１月分の児童手当の受給者であって、

その平成25年の所得が児童手当の所得制限に

満たない者ということでございまして、本町

における対象者、現在の見込みでは概算でご

ざいますが4,790人を見込んでおります。給

付額につきましては、対象児童１人につき１

万円。 

 そして、給付の時期でございますが、先ほ

どの臨時福祉給付金のスケジュールを踏まえ

つつ、できる限り合わせて早い時期にと、先

ほどと同じような７月から９月という時期に

なろうかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 お答えいただきまして、そ

の中でこれらの給付金事業は申請の手続が必

要であるということも書いてありましたが、

そういう６月の賦課決定とかが決まった後、

また子育て世帯に対してこの申請手続が必要

であるということから、個人個人に郵送とか
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を、何かそういう説明の文書を入れながら送

付をし、そして受け付けのほうでそういう手

続を待つというような形になるんでしょう

か。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まだその申請

の方法については具体的なことはまだ決定し

ておりませんが、あくまで税が絡むというこ

ともありまして、６月以降の住民税の賦課決

定通知が出される、このときに本来なら非課

税者っていうのは課税通知が出ないんです

が、それに合わせてこの申請書も同封して非

課税者にもお出しする方法も今ちょっと検討

しておりますので、その辺また最良の一番や

はり効率的で早く申請できる方法を考えてみ

たいというふうに思ってます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 清原良典議員。 

○清原良典議員 後日委員外委員で予算委員

会に参加させていただくつもりですので、い

つも力をしますエコロ関係のやつはそのとき

にさせていただきます。 

 それと同じページで119ページの上太田瓦

礫関係、これに伴うて歳入の27ページ、ここ

に処理手数料、トン6,000円ですか、ホーム

ページで検索しても２トン車やったら１万

2,000円かいな。 

 その辺が、この上太田の瓦れき場、オープ

ンやから北から方向によっては丸見えなん

や。そこに、私も経験上、非常にコンクリー

ト殻というのが目につくんやけども、この辺

の検収はどないされとんかいなというのがあ

るわけですよ。 

 ほいで、これ生活福祉部長が答えてんかい

ね。まあ答えられんかったら宿題でええんや

けど、というのが、まあ普通の建設業者やっ

たらマニフェストが要るんですけども、処分

場へ持っていけばトン1,000円ちょっとや。

高うてもトン2,000円や。ほなら、私が、あ

れももうちょっと隠しときゃええんやけど

も、その山にしとる側面にいっぱい広げとん

や、コンクリート殻を。何でこの高い高い太

子町のとこへコンクリート殻を、わざわざ

10倍近いような単価のとこへ持ってくるんか

なっていうのがあって。 

 というのは、自治会長さんの印鑑があれば

当然、あそこへ持っていくのは自治会長さん

の印鑑要るわけやな。ほいで、ああいうもん

あるということは、古い家の基礎をめんで持

って行かれとうと思うんやけど、めぐという

こと自体が素人がようせえへんことなんや。

となれば、許可業者、建設業者がやるという

ことは、安いところへ持っていくはずなん

や、絶対に。それを何であないな、見た感じ

11トンのダンプに何台か分は広げとる。それ

で、どないうんかな、出所の違うもんじゃな

くして、僕はある程度１カ所、同じようなコ

ンクリやと思うんや。 

 だから、その辺の検収方法をやっぱりたま

には生活環境課のほうも抜き打ちででも見る

か、今どういう形態でしとってんか、余りに

目立つようなコンクリート殻を塀もせんと置

いとるもんで、その辺の検収方法並びに管理

ですね。その辺の確認を今答えられる範囲で

答えていただきたい。トン2,000円以下であ

るのにわざわざトン6,000円のところへ持っ

てきとるという意味が我々のような経験者か

らいけば、ちょっと不可解なことがあるとい

うこと。 

 それともう一点、この節19の資源ごみ集団

回収運動奨励金、まあ今度も400万円から予

定されとんですけども、今多くの自治体でこ

れはやっぱり財政難の原因の一つでもあると

いうことで、多くの自治体がこれを廃止され

ようわけですよ。だから、ここらも僕は一日

も早うやめるべきやと思う。これは回収され

た団体の方のとこに入る分やね。 

 となれば、何度も同じこと言いますけれど

も、多くの自治体がやめるとすれば、回収す

るＰＴＡの団体とかその他老人会の団体とか

は売却するのをいい値段で売却すればええわ

けで、今でも我々知っとるだけでも太子町に

参入しとる業者が４社ぐらいおります。物す

ごい差があるわけなんや。 
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 だから、そういういいことはやはり教えて

あげるべきやとも思うし、この奨励金の負担

を一年でも早くやめていくほうがほかに有効

に使えるんじゃないかという思いがあって、

今立たせてもらいました。 

 ほかのことは、また予算委員会で委員外委

員で出席させてもらいます。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まず、上太田

の瓦れき処分場の件でございますが、この施

設はもうあくまで議員おっしゃるように、家

庭から出た瓦、れんが、コンクリート殻、こ

れを処分する仮置き場でございまして、それ

を検収していらっしゃるのがやはり地元自治

会長の証明でもって、それが家庭から出たも

のというふうに我々判断して当然受け入れも

しているわけでございますので、今議員がお

っしゃったように、当然業者から入っている

っていうこと前提では私らも全く見ていたわ

けでございませんので、きょうお聞きした御

意見ちょっと参考にいたしまして、一応また

生活環境課のほうで何らかの方法でその辺の

ことを検証していきたいというふうには思い

ます。 

 次に、資源ごみの集団回収の運動奨励金で

ございますが、この奨励金ですか、これも一

つの大きな目的としてごみの減量化、また資

源の有効利用と、これを活発化させるととも

に、環境問題に対する住民意識の向上を図る

という一つの大きな大前提の目的がございま

す。 

 当然この目的もあることながら、当然議員

おっしゃるように、今のこういう非常に財政

苦しい中でございますので、こういう奨励

金、また補助金というのは、当然行財政改革

の中で議論すべきかなというふうにも感じま

す。 

 当然そういうような形で、きょう御指摘い

ただきましたこの奨励金については、今後生

活環境課のほうに伝えまして、検討のほうを

させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに。 

 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 済いません。これ、どこで

もいいんですか、ページ。 

○議長（橋本恭子） はい。 

○森田眞一議員 そしたら、ちょっと用語の

説明をお願いします。 

 63ページ、節11需用費のおもてなし事業用

記念品とあるんですけど、おもてなし事業を

ちょっと説明願いたい。 

 それから、次めくって65ページ、一番上の

節19負担金のところで、バスロケーションシ

ステム導入事業補助金、このバスロケーショ

ンシステムっていうのはどういうシステムな

のか教えていただきたいと思います。 

 それから、127ページ、下から３段のとこ

ろで節19負担金で、農地・水・環境保全推進

協議会負担金205万円、これちょっとこの協

議会の内容を説明願います。 

 それから、129ページ、多分款６の２項林

業費の負担金、町里山林整備事業補助金10万

円ですけれども、これ多分施政方針の中の、

「もののふの心薫る楯岩城の森再生プロジェ

クト」、「住民活動支援」というような言葉

が使われた分かなあというふうに思うんです

けども、この町里山林整備事業補助金の説明

をお願いしたいなと。 

 それと、143ページ、公園事業費の公有財

産購入費、総合公園用地費購入費1,289万

円、これで全て用地購入は終わるのかどう

か、このことについての説明をお願いしたい

のと、その上、節15工事請負費の２億400万

円、これどういう工事かいなということをも

う少し、前説明あったんですけども詳細な説

明をお願いしたいと思います。 

 それと、173ページ、節15工事請負費のふ

れあいホール防水外改修工事238万円、これ

の内容の説明をお願いしたいと思います。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 63ページ需用費お

もてなし事業用記念品ということでございま

すが、内容は２つございます。 
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 まず新規転入者、いずれかの市町から太子

町へ転入された方に窓口で転入届があったと

きにおもてなし、これ私どもはおもてなしと

言っておりますが、議員皆さんどうお感じに

なるかわかりませんけども、おもてなしとい

うことで、まあ当然新しく太子町に引っ越し

てこられたわけですから、ごみ袋を１袋、そ

れを使っていただいて、本当にささいな中身

かもわかりませんけれども、気持ちよくそう

いう私どもからのごみ袋、粗品をお渡しした

いというのが１点。 

 それからもう一点は、戸籍の届け出でおめ

でたい場合、赤ちゃんが生まれたとか結婚さ

れたとか、おめでたいような戸籍の届け出の

ときに、私どもの商工会から出ております太

子町のマスコットでもありますたいしくんと

あすか姫のあの絵柄をプリントしたクリアフ

ァイルブックを贈呈しようと思っておりま

す。 

 本当にささいな内容なんですけれども、一

つのおもてなしの、私ども職員側のおもてな

しの気持ちを少しでもあらわせたらと思っ

て、そういうことを考えております。 

 それから、65ページ、バスロケーションシ

ステム導入補助金は、これは具体的に申しま

すと、神姫バスに補助するものでございま

す。 

 これ、どういうことかと申しますと、例え

ば大きな大都市部へ行って見てもらえばわか

るんですけども、私も見たことあるんですけ

ども、バス停で待っておりますと、例えば２

つぐらい前のバス停を今出ましたよという表

示がバス停のこの屋根なり壁のところに表示

がされるわけです。そういったものを導入す

るのと、神姫バスさんが導入するに当たって

の補助金でありまして、もう一つは、もう姫

路はひょっとしたら始まってるかどうかちょ

っとわかりませんけれども、同じように自分

のスマートフォンで専用アプリ等を介してい

って、今このバスはどこを走ってる、恐らく

これも２つ前ぐらいのバス停を出たよってい

うお知らせだと思うんですけども、そういう

ものでできるだけ神姫バスを利用する方がい

らいらしないでバス停で待つことができると

いうふうなバスロケーションシステムでござ

います。そういったものに対する補助金とい

うことでございます。 

 これは、私どもが何も、私、太子町だけが

神姫バスさんにするんじゃなしに、これ県下

全域でございます。神姫バスさんの路線を公

共交通の一環として捉えて、各自治体が補助

するものでございます。 

 私からは以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 私のほうから

は127ページの下から３つ目の農地・水・環

境保全推進協議会負担金でございます。 

 これにつきましては、農振農用地における

集落内の農業資源、農地であるとか農道、用

水路、ため池等を非農家の住民も含めた活動

組織により共同活動を実施し、集落の資源、

環境を守っていく活動でございます。 

 それに対しまして、兵庫県西播磨地域農

地・水・環境保全推進協議会のほうに拠出す

るものでございます。 

 続きまして、129ページの下から２つ目の

負担金補助金の中で、町里山林整備補助金で

ございます。 

 これにつきましては、森林整備の促進を図

り、森林緑地の保全、林業経営の安定及び林

業振興に資するため、下刈り事業に要した経

費について補助金を交付するものでございま

す。 

 対象としては、自治会であるとか生産森林

組合ということになります。 

○森田眞一議員 もののふは関係ない。 

○経済建設部長（堂本正広） もののふは関

係ないです。 

 続きまして、143ページでございます。 

 工事請負の総合公園の整備工事費、公有財

産の購入費でございます。 

 総合公園につきましては、多目的広場ほか

施設、グラウンド等の事業費でございます。

事業を推進するため、グラウンドや周辺園路
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等を整備する費用でございます。 

 あと、総合公園用地購入費でございます。 

 これにつきましては、山林4,030平方メー

トルの購入費となっております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 173ページの下の

ほうです。ふれあいホール防水外工事の内訳

でございます。 

 中央公民館のふれあいホールの関係は、昭

和63年にギャラリーホールとして整備されま

した。防水機能の低下による雨漏りで床の腐

食も進んでおりまして、実際貸館等にも支障

を来しております。 

 今後は展示ギャラリーの場としてのみなら

ず、学習の場、講座室的な利用なども幅広く

使用できるようにあわせて内装を改修し、多

くの方に多方面にわたって使ってもらいたい

と考えております。外壁のクラック防水、そ

れから浸透性防水材料を塗布する、それから

内部サッシの改修、それから床の破損などの

改修等を行います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに。 

 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 済いません。再度。 

 まず、143ページの先ほどの答弁の総合公

園の整備事業でございますけれども、この総

合計画の実施計画、26から28を見させていた

だきますと、 2 8年までの３年間で５億

7,789万円を予定というふうに事業費を上げ

ておられます。 

 これ、いつを最終年度のめどに工事計画を

進められてどれぐらいの予算を見られている

のかお知らせ願いたいのと、多分これが21年

度に計画をされておられると思うんですけれ

ども、これ我々研修のときにいただいたんで

すけども、この計画から変わってなくて、こ

れを最終目標にしてこれからも工事を進めら

れていくんだろうと思うんですけれども、今

言いましたようにどれぐらいの金額をその完

成までにこれからも見られているのかお知ら

せ願いたいということ。 

 それから、以前にこの用地の購入費につい

て質問をさせていただいたことがあるんです

けども、恐らくちょっと記憶が定かじゃない

んですけど、用地については九十六、七％済

んだということをその当時おっしゃっていた

だいたと思うんです。これでこの1,200万円

余りの用地費を使って来年度、26年度に用地

を取得しようとしておられるんですけど、こ

れで用地については完了かどうか。残ってる

んだったらどれぐらい残ってるんかというこ

と。もう大方来てるんだったら、何が問題で

残っているのか、その辺もお聞かせ願いたい

と思います。 

 それと、先ほどの中央公民館のふれあいホ

ールの防水工事についてなんですけども、こ

れもこの実施計画を見させていただきます

と、28年度に斑鳩公民館耐震改修工事と、そ

れから中央公民館の解体というふうに計画を

されてるんですけども、本当にこれ中央公民

館解体を考えておられるのか、なぜなのか、

その辺も詳しくお知らせ願いたいと思いま

す。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 失礼します。 

 総合公園の工事及び用地につきまして、ち

ょっと今全体計画を持ち合わせておりません

ので、委員会のほうでちょっと報告させてい

ただきたいというふうに思います。よろしく

お願いします。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 中央館の関係です

けれども、耐震診断は実施いたしておりま

す。そして、１階部分の力が弱いということ

もはっきりしてるんですけれども、２階、３

階はまずまずいいんですけれども１階部分が

弱いという形で、耐震補強すると多分２億円

を超える金が多分要ったと思うんです。今資

料がないので明確にはお答えできませんけど

も、そういった点を考慮して、耐震補強する

ということはまず考えられないなという形

で、次にそれを代替機能をという形で今後整
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備されるであろう地域交流センターですか、

そちらのほうの研修室等も活用しつつ、また

は何らかの手だてをして中央公民館の機能は

十分ではないかもしれませんが、保持しつつ

やっていけるんではないかなという考えを持

っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 先ほど中央公民館の機能を

維持しつつということでちょっとわからんこ

ともないんですけども、28年度に解体をする

っていう計画をここで上げときながら、金額

はそんなにはないんですけれども、なぜふれ

あいホールの防水がほかの工事を考えておら

れるのか。その辺がちょっと合点がいかな

い。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 引き続き答弁させ

ていただきます。 

 新耐震基準が昭和56年ですか、56年度以降

の建築物については新耐震基準という形で、

このホールは施工は昭和62年の施工だと思っ

てるんです。 

 そういった意味で、このホール自体耐震力

はあるという形で、中央公民館の３階部分の

ほうは古い建物でございますから耐震力はな

いけれども、このホールについては耐震力が

あるという形で、比較的年数も新しいので、

こちらのホールは再整備してリニューアルし

て使っていこうという考えを持っておりま

す。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 ２点お尋ねをいたします。 

 この予算書の冊子のほうじゃないんです

が、参考資料で後ろのほうに予算概要、26年

度予算概要があるんですが、その１ページ、

ちょっとあけていただければなあと思うんで

すけどもよろしいですか。 

 その中で、２番目の、１ページの２の予算

の規模、これを読ませてもらいますと、前年

度比較30億1,112万円の増になってるんです

が、まあこれ主なものは庁舎だと思うんです

が、それに次いで増えた、増になったものは

何かあれば説明をお願いいたします。 

 それから、その後ろで８ページの中で町税

の②固定資産税で2,271万9,000円、1.2％の

増ということ、これは固定資産税増えた大き

なものは何なのか。 

 それから、その下３行目のところに償却資

産が逆に1,733万6,000円、4.7％減というふ

うに記載されておりますけども、１つ確認し

たいんですが、先日も一般質問の中で吉田議

員のほうから東芝の用地の跡にという話あり

ました。あれも大変難しい問題だなと思うん

ですけども、今じゃあ長く生産、製造ができ

て製品があるかというたら非常に難しいとこ

じゃないかなと。ＳＥＤで一時太子町も沸い

たんですけども、結果的にあれは持ってこな

くてよかったなと。あれだけ液晶が急に伸び

るとは思いませんでしたというのは、大きな

要因じゃないかなと思いますけども、今パナ

ソニックやシャープが大変な時期になってま

す。 

 そういうことから含めて、本当にこの後に

長く続くもんが本来来てくれればいいんです

が、今そういうものがなかなか見つからんと

いうのが現状だろうというふうに思います。 

 そのために、あと今太陽光発電ですね。年

間700戸分の発電量で開発部門も入るという

ふうになっておりますけども、開発部門はそ

んなに人数も増えるわけじゃないんだと思う

んですが、その太陽光発電の償却資産という

のは26年度に入るのかどうかというのは確

認、どのくらい入るのかなと。まあああいう

ものですから、建物や大きな製造設備じゃな

いんでそう大きくは望めないのかなというふ

うに思うんですが、その点についてお願いし

ます。 

 それから、いつもこういう質問、過去にも

出たんですが、東芝からの26年度の法人税、

固定資産税、それから償却資産税、わかれば

説明をお願いいたします。 
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○議長（橋本恭子） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） まず、１ページで

歳入歳出予算額が30億1,100万円程度大きく

伸びた内容の主なものはということでござい

ますけれども、予算書のそれぞれの資料の中

に総務費、民生費、土木費、消防費等が非常

に大きく増加しております。 

 総務費におきましては、庁舎建設費が25億

3,000万円の増加になっております。民生費

におきましては、それぞれ臨時給付金等で約

２億6,700万円ほど増えております。その他

土木費等におきましても、総合公園だとか橋

りょうの関係、網干線の関係等を含めまし

て、下水道費の繰り出しも含めまして２億

5,000万円増えております。 

 あと、消防費につきましては、西播磨消防

事務組合の指令センターの高機能化とか、そ

ういうものにつきまして6,100万円程度増え

ております。 

 以上が主な増減内容でございます。 

 あと、性質別なとこにつきましては、その

資料の中に書いてあるとおりでございます。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） まず、固定資産税

について申し上げます。 

 土地につきましては、標準宅地123地点ご

ざいます。そのうちの38地点につきまして、

平成25年７月１日時点における鑑定評価を実

施しましたということで、評価額の下方修

正、下振れです、下方修正を行いました。 

 土地につきましては、前年度課税標準額、

この辺ちょっと難しいんですけども済いませ

ん、説明させてもらいますが、前年度課税標

準額が新年度評価額に占める割合を示した負

担水準が上限に達しております。つまり、言

いかえますと、住宅用地以外の土地では評価

額の７割に達した土地が増加しております。

平成26年度評価額の下落に伴い、課税標準額

が下げられております。 

 一方、住宅地においては９割が上限とされ

ていたものが今年度より、平成26年度より

10割を上限とする改正がなされております。

ということは、課税標準が引き上げられたと

いうことでございます。 

 そういうことから、土地につきましては

2.5％の増、ごめんなさい、太子町において

は住宅用地の割合が多いということから

2.5％の増で、土地につきましては1,854万円

の増と見込んでおります。 

 また、家屋につきましては、当然毎年新

築、増築が出ますので、新増築の増加により

まして2.9％の増、2,152万1,000円の増額と

見込んでおります。 

 それから、お尋ねのありました償却の減で

ございますが、これはいわゆる国の経済動向

等を判断するしかないんですけれども、非製

造業を中心に設備投資は持ち直しているもの

の、本町の製造部門の法人が大きく占めてお

り、製造業を中心に設備投資を先送りしてい

る状況でございます。そういったとこから、

償却資産につきましては4.7％の減、金額に

しまして1,733万6,000円の減と見込んでおり

ます。 

 これ、製造業と申しましても、当然一番大

きな割合は東芝さんが占めておりますので、

そういったものも含めてでございます。とい

うことで、固定資産全体では1.2％の増、

2,272万5,000円の増額と見込んでおります。 

 それから、太陽光発電の償却ですが、もう

皆さんも御存じのように、東芝さんの敷地の

北側に今現在建築中でございますが、それは

その償却の分については26年度は見込んでお

りません。 

 ただ、私どもいろいろ情報を仕入れて聞い

ておりますことから判断すれば、税額ベース

にして500万円ぐらいかなという、今のとこ

ろ想像はしております。 

 それから、東芝さんの税額でございます

が、土地が5,620万3,000円、家屋が2,838万

7,000円、償却が１億4,089万6,000円、合計

２億2,548万6,000円となっておりまして、こ

れは固定資産税全体の12％を占めておりま

す。 

 それから、法人町民税に限って言えば、今
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のところは法人町民税の均等割額、９号法人

ということで東芝さん300万円を見込んでお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 ２点お願いします。 

 まず、129ページ、節18の備品購入費、測

量機器購入費407万6,000円、これ説明のとき

に６年たって境界ぐいが埋没してしまいよる

というような説明があったと思うんですけれ

ども、もうちょっと詳しいに説明を求めま

す。 

 もう一点、135ページ、一番下の工事請負

費、長金陸橋の修繕工事費、これ9,400万円

というたら大きな工事やけども、どないな工

事をしてんかいなと思うて。この単年度でや

ってしまうんか、いやいやまだまた来年もや

るんか、その辺、概略、大きな説明で結構な

んで、この２点お願いします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず節18備品

購入費の測量機器購入費でございますけれど

も、境界ぐいを立ててはおるんですけれど

も、当然いつの間にかなくなってしまうとい

うか、そういう状況がありまして、それにつ

いて要はもう一度もとへ戻すといいますか、

測量はしてありますので、もとへ戻すことは

可能ということでございます。 

 その機器につきまして、トータルステーシ

ョンという最新の機器を購入して、それで要

は原状を復元するということで407万6,000円

を計上させていただいております。 

 あと、135ページの長金陸橋の補修でござ

いますけれども、一応これ昨年長金陸橋の修

繕の実施設計を行いまして、それに基づいて

長金陸橋を修繕するということで、ＪＲ部分

は除いて、当然そのＪＲ部分につきましては

ＪＲに委託して直すということになるんです

けれども、それ以外の部分についての工事で

ございます。 

 詳細のことにつきましては、ちょっと今手

元にございませんので、ちょっと委員会のほ

うで説明させていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（橋本恭子） 清原良典議員。 

○清原良典議員 わかりました。委員会で報

告願います。 

 測量ぐいがなくなるというたらどういうこ

っちゃいな。それ、ちょっと信じられへん。 

 それで、復旧する云々の説明があったんや

けど、この機器購入費というたらこの文言か

らいけば材料代だけと思うんやけど、施工費

も入っとるということですか。測量して復元

するのに。 

 せやから、くいがなくなるというて407万

円もどんな高いくいを使いよんかいなと思う

し、その辺だけ。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 測量の機器で

ございます。のぞいて位置を割り出すとい

う。くい自体がなくなって、そのくいを復旧

といいますか、原状回復するために測量機器

をもって要は時点をはっきりするということ

でございまして、それの測量機器でございま

す。昔よくのぞいてやってたのが、今コンピ

ューターがつきまして、こういう白赤の棒を

持ってうろうろしなくても簡単に復元できる

と。 

○清原良典議員 ちょっとごめん。職員がす

るんかいな。 

○経済建設部長（堂本正広） 職員がする。 

○清原良典議員 ああ、職員がするんかい

な。そんなえらいこと職員がするんか。 

○議長（橋本恭子） 休憩とります。 

（休憩 午後３時04分） 

（再開 午後３時04分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 では、長々と聞いてまいり

ます。よろしくお願いします。 

 まず、56ページと言いたいところですが、
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119ページの環境衛生推進協議会補助金、こ

れ毎年出てるんでしょうが……。 

○議長（橋本恭子） 井川議員、119です

か。 

○井川芳昭議員 119。何か。 

○議長（橋本恭子） いやいや、ちょっと聞

こえにくかったから。 

○井川芳昭議員 のこの補助金、どんなこと

に使用されようとしているのかということ。 

 それと、３番目の住宅用太陽光発電システ

ム設置補助金500万円、これについての再度

の詳細説明をお願いします。 

 それと、揖龍保健衛生の火葬場分、これ前

年に比べると800万円増額ということになっ

てますが、これの内容説明をお願いします。 

 それと、一番下の役務費のところの上太田

瓦礫処分場のこれ、処分手数料700万円上が

ってます。これ、どれぐらいの、何トン、立

米でもいいですが、わかればお答えくださ

い。 

 それと、121ページの就労相談委託料、前

年にもありましたが、どんな方がどんな相談

をされるのかということも１つお聞きしま

す。 

 それと、貸付金のところの勤労者住宅資金

融資預託金、これについても前年については

500万円程度、今年度については420万円、こ

れの説明もお願いします。 

 それと、123ページの役務費の農業委員災

害保険料、これをどこに加入されようとされ

ているのか。 

 それと125ページ、役務費農区長傷害保険

料、これも加入先をどこにされようとしてい

るのかわかればお願いします。 

 それと、節18の備品購入費、特定外来物の

捕獲のおり購入費、これについてもどんなも

のをどこで買おうとされているのか。 

 それと、農区長の先進地視察補助金51万円

出てますが、これもどこに行かれようとして

いるのかわかればお答え願いたい。 

 それと負担金の下から３番目の大型機械導

入事業補助金、これについても内容がわかれ

ば説明をお願いします。 

 それと、その下、全国農業担い手サミット

西播磨地域負担金、これの内容もお願いいた

します。 

 それと、その下の環境保全型農業直接支払

交付金、これについての内容を説明お願いい

たします。 

 それと127ページ、負担金のところ、休耕

田活用事業補助金100万円程度であります

が、これも今般はどういったことに使われよ

うとしているのかをお願いします。 

 それと、委託料のところ、土地改良事業積

算システム、これも毎年出ておりますが、こ

れは土地改良団体連合会の委託であろうと思

いますが、内容についての再度説明をお願い

します。 

 節19の負担金のところ、町補助土地改良事

業補助金、これについての内容の説明をお願

いします。 

 それと、その１つ下の土地改良施設維持管

理適正化事業負担金、これも毎年64万円程度

出ておりますが、再度内容の説明をお願いし

ます。 

 それと、緑化推進費のたいし花と緑の会、

毎年90万円程度出ておりますが、このたびは

いろいろと今まで話もしてきましたが、今般

はどういったことに使われようとしているの

か。 

 それと、129ページの地籍調査推進委員損

害保険料、これについてもどこに加入されよ

うとしているのか。 

 131ページの姫路・西はりま地場産業セン

ター負担金、これについても毎度そういった

形で負担金出ておりますが、以前にもこの地

場産業についての、じばさんびるにも太子の

特産品はないでというような形の話もあった

ように思います。現状どういったものが地場

産業のところに出品されているのか、あるの

かないのかというようなこともあわせてお願

いいたします。 

 それと、貸付金のところの町中小企業振興

融資取扱金融機関預託金、これも前年度は
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1,500万円、今年度は3,000万円と倍額という

ことで、この辺のことについても説明をお願

いします。 

 それと133ページの報償費のところの講師

謝礼、これは５万円程度ありますが、何の講

師をされようとしているのかをお願いしま

す。 

 それと、一番下の負担金のところの兵庫県

単独事業急傾斜地崩壊対策事業負担金、これ

についても500万円出ておりますが、これど

の場所をどういったことをするのかというよ

うなことのお話もお願いします。 

 それと135ページの一番上の土木管理費の

播磨臨海地域道路協議会負担金、これも新規

で今般20万円程度上がっておりますが、多分

加古川のところのバイパス、ジャンクション

のことかなあというふうには思うんですが、

その辺の、わかれば話をお願いいたします。 

 それと、その下の道路橋りょう費のところ

の役務費、自動車損害保険料についても、ど

こに加入されようとしているのか、またこれ

は自賠責やということであれば、その説明も

お願いします。 

 それと、委託料のところの橋梁調査設計業

務委託料、これも前年にもありましたが、ど

こに委託されているのかの説明をお願いしま

す。 

 それと、137ページの、先ほどあれもいろ

いろと出てましたが、道路ストック総点検業

務委託料、これもどこに委託するのかという

話もあわせてお願いします。 

 それと、139ページの一番上の物件調査補

償費積算業務委託料、これについても、どん

なとこに委託されようとするのかということ

も説明をお願いします。 

 それと、先ほど話あったかどうか、公有財

産購入費の網干線の道路用地購入費、これに

ついても再度内容の説明をお願いいたしま

す。 

 それと、一番下のところの景観アドバイザ

ー講師謝礼、前年も10万円程度予算上がって

ますが、今般は５万円程度でどんな方がどん

なことをアドバイスされようとしているのか

ということ。 

 それと141ページの都市計画変更関連資料

作成業務委託料、これも前年からありました

が、今般もどこに委託するのかということの

説明をお願いします。 

 それと、その下の負担金のところの住宅耐

震改修促進事業補助金の20万円、これについ

ての説明もお願いします。 

 その下のまちづくり活動助成金、について

も50万円、これはどこに助成をして何をする

のかということの説明もお願いします。 

 それと、委託料のところの上太田自然公園

門扉管理委託料、これについても地元自治会

の扉の開閉の業務委託なんですが、上太田自

然公園も本当にああいうところにつくられ

て、本当に太子町内の方、あることを知らな

いような方がたくさんあって、これ必要と言

えば必要なんですけど、これ今現在どういう

状況で自然公園が管理されとんかなと。今の

現状もわかればちょっとお聞かせ願いたいこ

ともお願いします。 

 それと、143ページの公園滑り台更新工事

費1,500万円、これもどこの滑り台をどんな

ところに発注されようとするのかというこ

と。 

 それと、下の節13の委託料のところの

800万円の公園測量の実施設計業務委託料。

これについても少し内容の説明をお願いしま

す。 

 それと、その下の負担金のところの日本公

園緑地協会負担金、これ何のための負担金で

どういったことをされているところなのかと

いうこと。 

 それと、145ページの住宅管理費のところ

の修繕費、町営住宅内装改修工事かな。これ

30万円程度ですが、どこのことの内装をどう

いったことでするのかということ。 

 それと、147ページの消防団員の退職補償

金700万円程度で35名で割ると一人頭が20万

円なのかなというふうには思うんですが、こ

の辺の内容説明と退職するに当たっての今後
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の分団員の団員確保のことは万全なのかとい

うことの話も少しお願いいたします。 

 それと、一番下の負担金のところで、西播

磨消防操法大会、西播大会のことなんです

が、私どもも消防団の分団長も経験しており

ました。その中で、西播大会にも出場もして

まいりました。この中のこの10万円という補

助金、その当時から皆さん仕事終わった後で

お疲れの中、どっかの照明を探しながら公園

で練習をしたことを覚えております。その中

で、もう本当に毎回毎回練習して、そのとき

からもうこの10万円少ないなと、こんなもん

では追っつかんと、お茶も出えへんなという

ようなこともいろいろとこれ私ども経験して

まいりました。その消防団員に聞かれればす

ぐわかると思います、今までの出られた経験

された方であれば。 

 この辺についてももう少し配慮があっても

いいのかなと。やっぱり太子町の代表で行く

んやという気構えでやってまいりました。も

う少しこの辺も上げていただければなと。ま

た、それについても団員の士気向上にもつな

がるんではないかなというふうに思いますの

で、この辺のことも少しお話をお願いいたし

ます。 

 それと、149ページの役務費、自動車損害

保険料、どこに加入されるのかという話もお

願いします。 

 その下の委託料、消防機械器具維持管理委

託料、これは多分各分団に対する委託なんか

なと私は今思っておるんですが、これについ

てもわかれば説明をお願いいたします。 

 それと、その下の報償費のところの防災講

演会講師謝礼、これについてもどんな方がど

んなことで講師としてしゃべられるのかとい

うこともわかればお願いいたします。 

 それと、その下の工事請負費の避難所の標

識設置工事、これについても太子町にも太田

地区であれば太田小学校やというような災害

の避難地区指定とかにありますが、そういっ

た標識がそんなにないなということでのこう

いうことになっておるんですが、どんな標識

を何台どこにつけるというような話がわかれ

ばお願いをいたします。 

 それと、その下の備品購入費の避難所設置

用の電話機21台、これ21台と書いてあります

が、どんな電話をどこに設置をされようとし

ているのかをわかればお願いいたします。 

 それと151ページのところの一番上の兵庫

衛星通信ネットワーク管理運営協議会負担

金、これは39万円程度上がっておりますが、

これについての自治体での負担割合でこうな

ってるっていうことがわかれば、あわせて説

明をお願いいたします。 

 とりあえず以上です。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まず、たくさ

んございましたので、もし飛びましたら後で

また御指摘をお願いします。 

 119ページ、上から２つ目でございます。 

 環境衛生推進協議会補助金、この補助金に

つきましては、組織構成といたしまして、連

合自治会、老人クラブ、消費者協会、商工

会、ＰＴＡなど環境衛生に取り組まれる団体

でもって構成している協議会でございまし

て、主に環境衛生の普及向上ということで啓

発、講演会、また研修会などを行っておる団

体の運営補助金でございます。 

 次に、その２つ下でございます。 

 太陽光発電システムの設置補助金というこ

とで、これは一般質問でもちょっとお答えし

ましたとおり、私どもで住宅用の太陽光パネ

ルを設置されるおうちに対しまして１キロワ

ットアワー１万5,000円ということで４キロ

ワット上限を６万円として500万円計上して

おります。件数にすると、４キロワットフル

でいかれますと83件、おおむね90件近くはい

くかなというふうに考えております。 

 それと、その同じページ下で、揖龍保健衛

生施設事務組合負担金の中で火葬場の分、こ

ちらのほうで700万円ほど増えてるっていう

御指摘でございまして、これは25年度に対し

まして777万4,000円増となっておりますが、

この主なものといたしまして、この揖龍保健
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衛生の火葬場、こちらのほうに炉が７炉ある

わけでございますが、そのうちの炉の２炉、

これを26年度から改修に掛かるということ

で、その負担分が増となっております。 

 次に、そのページ、一番下でございます。 

 上太田瓦礫処分場等の処分手数料700万円

ということでございます。これは、26年度に

おきまして上太田瓦礫処分場の瓦れき等を大

阪湾のフェニックスへの搬出、約1,000トン

を考えております。この処分手数料でござい

ます。単価ですね、処分手数料としてはトン

当たり7,035円となってます。 

 私のほうで、次147ページかと思います。 

 非常備消防の報償費でございます。消防団

員の退職報償金35名分、20万円の35名分、例

年どおり組まさせていただいております。 

 今の消防団員が非常に少なくなっていると

いうことで、この辺のことをちょっとお話せ

えっていうことでございますが、団員の募集

に当たっては、国等も示しておりますよう

に、非常に今団員がサラリーマン化したとい

うこと、また高齢化したということもありま

して、どことも団員定数埋まってるところが

少ないようでございまして、このような中

で、今現在取り組まれているのは、やはり女

性団員を増やそうという、そういう取り組

み。それとあと、町内在住の方じゃなしに在

勤の方ということも含めて、お住まいは他市

町なんですけども勤めが町内にあるという、

そういう方の団員も可能なんで、そういうこ

とも含めてこれから募集のほうを積極的にや

っていこうっていう、そういう取り組みが現

在されております。 

 それと、そのページ一番下でございます。 

 西播磨地区の消防操法大会出場補助金10万

円、もう少し上げてはどうかというお話でご

ざいましたが、これは補助金といいましても

やはり太子町代表として出ていただく、そう

いうふうな大きな重みもありまして、日ごろ

もう夜も毎日練習されているようでございま

すので非常に御苦労はわかるわけでございま

すけども、まあこの西播のみならず、太子町

町内の操法大会等もございますし、まあその

辺も含めて一緒にちょっと考えてみたいと思

います。 

 以上でございます。 

 それと149ページでございます。まだあり

ました。 

 上から２つ目、役務費、自動車損害保険料

６万円でございます。これは消防自動車２台

自賠責でございます。第２、第４の自賠責３

万円ずつ２台ということでございます。 

 それと、その下でございます。 

 委託料、消防機械器具維持管理委託料

142万円、これにつきましては、議員おっし

ゃるとおり分団への保守管理を委託しており

ます。機動分団については１万円、５分団、

そして各分団については２万円の46分団とい

うことになっております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 大変多いので

抜けてるかもわかりませんけども、その際は

御指摘のほうをお願いします。 

 まず、121ページでございます。 

 委託料の就労相談委託でございます。これ

については、若者サポートステーション就労

相談員の委託でございます。 

 これについては、なかなか就労につけな

い、おうちから出ていって就労することがな

かなか難しい、ひきこもりであるとか、そう

いった若者に対して就労の相談を行うという

ことで、そういうことで年６回予定させてい

ただいております。 

 その下の貸付金……。 

○井川芳昭議員 どういう人がいい仕事しよ

ん。 

○経済建設部長（堂本正広） 若者のひきこ

もりであるとか、そういった方の相談を受け

て就職につなげていくと。 

○井川芳昭議員 一体誰が相談を受けるん。 

○経済建設部長（堂本正広） それは姫路の

サポートステーション就労相談員という方が

いらっしゃいまして、その方を派遣して中央
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公民館でそういう相談会を設けて相談をし

て、その後就労につなげていくということで

ございます。 

 次に、貸付金の勤労者住宅資金融資預託金

でございます。 

 これにつきましては、近畿労働金庫のほう

へ420万円預託しております。これは、以前

に住宅資金として貸し付けたものの回収に対

する預託金として預けております。 

 続きまして、123ページ、役務費の農業委

員災害保険料でございますけれども、これは

農業委員20名の保険料でございます。その契

約先については、まだ確定はしておりませ

ん。 

 続きまして、125ページの農区長傷害保険

料でございます。 

 これについても、農区長51名の傷害保険料

でございまして、契約先は今後、26年度にな

ってから選定したいと思います。 

 続いて、節18の備品購入費でございます。 

 特定外来物捕獲用おりということで、アラ

イグマの捕獲用のおりの購入を予定しており

ます。 

 続きまして、その下の負担金・補助及び交

付金で、農区長先進地視察補助でございま

す。 

 これについては、２年に１度、農区長51人

で先進地視察に行っていただいております

が、その行き先等はまだ未定でございます。 

 次に、大型機械導入補助でございます。 

 これにつきましては、原地区の営農組合に

６畳植えの田植え機の予定をしております。 

 全国担い手サミット西播地域負担金でござ

います。 

 これは持ち回りで全国担い手サミットを開

催しておりまして、西播磨でその運営がされ

るということで、太子町分の按分で３万円を

計上しております。 

 その下の環境保全型農業直接支払交付金で

ございます。 

 これにつきましては、農業者が化学肥料、

化学合成農薬の５割低減の取り組みをするこ

とによって地球温暖化を目的とした農地土壌

の炭素残留に効果の高い営農活動に取り組む

場合の支援としまして、県のほうから４分の

１、町のほうから４分の１支援する交付金で

ございます。あと、国のほうから２分の１と

いうようなことでございます。 

 続きまして、127ページ、休耕田活用事業

補助金でございます。 

 これについては、休耕田の活用をするとい

うことで、老原、阿曽の２地区を予定してお

ります。これは、老原のそばまつり、阿曽の

れんげまつり等でございます。 

 節13委託料の土地改良積算システム保守管

理業務でございます。 

 これにつきましては、兵庫県土地改良事業

団体連合会に支払います。県土地改良事業団

体連合会が開発した積算ソフトの保守管理で

ございます。 

 続きまして、負担金・補助及び交付金で、

町補助土地改良事業補助金でございます。 

 これについては、宮本地区の水路の綱製堰

の設置を予定しております。 

 その２つ下、土地改良施設維持管理適正化

事業負担金。これにつきましては、阿曽井堰

のゴム堰修理につきまして、５年間で支払っ

ていただく分のその事業に対する町からの負

担金でございます。 

 その一番下から２行目の負担金・補助及び

交付金のたいし花と緑の会の補助金でござい

ます。 

 町民の花と緑に対する高揚を図り、美しい

自然を守り、豊かで潤いのあるまちづくりに

寄与することを目的として、たいし花と緑の

会に補助をしております。緑化としまして花

苗の配布、緑化啓発としまして寄せ植えの講

習会、また展示会、森林整備として森林の補

修等々を予定しております。 

 129ページでございます。 

 役務費の地籍調査推進委員損害保険料でご

ざいます。 

 これにつきましても、地域調査推進員の傷

害保険ということで18名分を予定しておりま
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す。契約先は26年度に入りましてから決定を

させていただきます。 

 次は、131ページでございます。 

 負担金補助金のところで、姫路・西はりま

地場産業センター負担金でございます。 

 これにつきましては、地場産業の運営につ

きまして均等割１万円、人口割 1 9 万

9,000円、あと売り上げ割として３万9,000円

で合計24万8,000円を予定しております。 

 これにつきまして、じばさんびるには太子

のマッチであるとかそういったものが展示と

いいますか、掲示させていただいておりま

す。 

 続きまして、貸付金の町中小企業振興融資

取扱金融機関預託金でございます。 

 これにつきましては、今まで一銀行に

500万円という預託金を預けておりましたけ

れども、なかなかそれでは借りる方が少ない

ということで、26年度からは1,000万円で貸

し付けをするというような形で変更させてい

ただいて、３件に対して貸し付けができると

いうことで3,000万円を予定させていただい

ております。 

 次は、133ページの報償費の講師謝礼でご

ざいます。 

 これにつきましては、ユニバーサル社会づ

くりの講師謝礼ということで５万円を用意さ

せていただいております。このユニバーサル

社会づくりと申しますのは、斑鳩まちづくり

協議会のほうが景観形成をしまして、それの

指定を受けております。そういったことにつ

いての障害児・者であるとか高齢者であると

か、そういった方が安心してまちを移動でき

るというふうな社会を目指すということで、

講演会を開く予定でございます。 

 あと、その下のほうの節19、負担金・補助

及び交付金の中で、兵庫県単独事業急傾斜地

崩壊対策事業費でございます。 

 これにつきましては、本年度までは東出平

岩、太田小学校の西側をやっておりました。

来年度からは丹生のほうで工事が開始される

ということで、町の負担金としまして、平岩

のほうは2,000万円の５％で100万円、丹生の

ほうは事業費として4,000万円の１割という

ことで400万円を予定させていただいており

ます。 

 続きまして、135ページの一番上の欄の一

番下、播磨臨海地域道路協議会負担金でござ

います。 

 これにつきましては、もともとこの事業、

協議会はあったんですけれども、太子町とし

て来年度新しく加わるということで20万円の

負担でございます。 

 この播磨臨海自動車道というのは、今姫路

バイパス、加古川バイパスが飽和状態となっ

ております。それで、臨海部を通る新しい道

路ということで国に採択されまして、今事前

調査のほうを行っております。事業化が進む

ように、また太子町は一番西の端ということ

で、今までは参与という形で参加させていた

だいておりましたけれども、現実的に工事に

着手する可能性が出てきましたので、正会員

として参加させていただくことで予算を上げ

ております。 

 続きまして、真ん中辺の役務費、自動車損

害保険料でございます。 

 これにつきましては、自賠責の保険料でご

ざいます。契約先については、26年度になっ

てから決定させていただきます。 

 委託料の中の橋りょう修繕工事でございま

す。これは長金陸橋の工事でございます。違

います。失礼します。これは工事請負でござ

います。 

 委託料の橋りょうのほうは、太子陸橋の修

繕設計の委託料でございます。補修箇所の調

査、補修設計、施工計画、強度試験等を計画

しております。 

 137ページ、道路ストック総点検業務委託

でございます。 

 これは、今年度の補正のほうでも説明させ

ていただきましたけれども、道路に関する構

造物の案内板であるとか、照明であるとか、

橋りょうであるとか、のり面であるとか、そ

ういったものの点検をする業務でございま
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す。 

 続きまして、139ページでございます。 

 一番上の物件補償費積算業務委託でござい

ます。 

 これは網干線に係ります物件調査について

の積算の業務の委託でございます。 

 財産購入費で、網干線ほか道路購入費でご

ざいます。 

 これにつきましても、網干線に関係する道

路の購入費でございます。 

 下のほうの報償費、景観アドバイザー講師

謝礼でございます。 

 これにつきましては、景観アドバイザーと

して、これも先に言いましたユニバーサルと

同じような形ですけれども、これはまちづく

り協議会のほうが景観地区に指定されまし

て、それについて広く皆さんに知っていただ

くということで景観アドバイザーを講師とし

て招いて、そういう研究会を開催するという

ことでお願いをしております。 

 次に、141ページでございます。 

 負担金・補助及び交付金のところで、住宅

耐震改修促進事業補助金でございます。 

 これにつきましては、我が家の耐震診断を

受けまして、その後住宅改修をするという計

画のおうちに対しまして、工事費の４分の

１、80万円が上限ですけれども、それで工事

への上乗せをさせていただくということで２

件分を予定しております。 

 まちづくり活動助成金でございます。 

 これにつきましては、まちづくり協議会を

立ち上げて自治会で自分らの土地利用、また

土地に対する構想についてそういう活動をす

る自治会、団体に対して予定をさせていただ

いております。 

 同じページの委託料で、上太田自然公園門

扉管理委託料でございます。 

 これは上太田の自然公園の門扉について、

夜間利用できないように施錠するものでござ

います。 

 現況をちょっと述べろということでござい

ましたけれども、確かに余り利用はされてな

いと思われますが、太子町全体の公園の面積

というのがありまして、それの一助として上

太田自然公園があります。また、過去にはあ

の公園をもっと伸ばすような計画もありまし

たけれども、なかなかそういったこともまま

ならないということで、現状のような形にな

っております。 

 143ページの一番上、公園滑り台更新工事

でございます。 

 これにつきましては、帰属公園にあります

小型の滑り台が老朽しておりまして、それの

更新を予定しております。３カ所、聖徳団

地、原池、東出の公園を予定しております。 

 あと、節13委託料、総合公園測量及び実施

設計業務委託でございます。 

 これにつきましては、総合公園と東側道路

や園路の整備に必要なために委託するもので

ございます。 

 あと、負担金・補助及び交付金で、日本公

園緑地協会負担金でございます。 

 これにつきましては、人口２万人以上３万

人以下ということで、定額で２万8,000円を

緑地協会のほうに負担金として納めておりま

す。これにつきましては、いろいろな全国の

そういう公園の情報であるとか新しい機器で

あるとか、そういったものの情報交換をさせ

ていただいております。 

 145ページの住宅管理費の需用費の修繕料

でございます。内装の改修としまして予定し

ておりますが、これは経年劣化によりまして

内装が著しく損傷しているような場合に補修

するというような形で予算計上のほうをさせ

ていただいております。 

 一応私のほうでちょっとメモしたところは

以上と思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（橋本恭子） 抜けてませんか、井川

議員。 

○井川芳昭議員 都市計画の都市計画変更関

連資料作成業務委託料の……。 

○議長（橋本恭子） 都市計画、何ページ。 

○経済建設部長（堂本正広） 何ページです
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か。 

○井川芳昭議員 141ページ、上から４行目

のとこ。 

○議長（橋本恭子） 委託料かいね。大丈夫

ですか。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） これは都市計

画道路網の見直しに伴います住民説明のため

の図書であるとか変更図書を作成するための

費用でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 149ページ、節８

の報償費、防災講演会講師謝礼でございます

が、まだどういった内容でどういった先生に

お願いするかは決めておりません。新年度に

入ってから決めたいと思います。 

 ちなみに、今年度なんかは県の防災士会か

ら派遣していただいて講師を務めていただい

たことがありました。 

 それから、下から２番目の避難所標識設置

工事費の関係でございますが、これは今23カ

所の公的機関の避難所を設けておりますが、

この23カ所の町内全避難所への避難所標識、

今も標識あるんですが、汚れてしまっており

ます。それの避難所の標識、これ蓄光パネ

ル、光を蓄えるパネル、そういった蓄光パネ

ルを使った避難所の標識を設置したいと考え

ております。 

 今のところ、予算計上をしておりますの

は、１カ所11万円掛ける23カ所プラス施工費

プラス消費税ということで上げております。 

 特に申し上げますと、東日本大震災からの

復興に関し、地方公共団体が実施する防災の

ための施策に必要な財源の確保に係る地方税

の臨時特例に関する法律、その法律による財

源を充てております。 

 それから、その下の同じく149ページの一

番下の備品購入費でございますが、避難所設

置用の電話機21台でございますが、これは役

場と太子高校を除いた避難所21カ所につきま

して１台5,000円の電話機を21カ所プラス消

費税で設けようと思っております。 

 この電話機は、ＮＴＴが災害時用の専用電

話回線の引き込みをしてくれます。それはＮ

ＴＴが引き込みをしてくれます。そして、そ

の引き込み線に私どもが購入した電話機を接

続して、避難者の安否確認用として役立てた

いというふうに考えております。 

 それから、151ページの上のほうの負担

金・補助及び交付金の中の兵庫衛星通信ネッ

トワーク管理運営協議会負担金39万円につい

てですが、兵庫衛星通信ネットワークにつき

ましては、県、市町、消防本部及び防災関係

機関の連絡を密にし、円滑な管理運営を図る

ことを目的といたしております。 

 全国の地方公共団体の間に衛星通信システ

ムを利用した防災情報及び行政情報の伝達を

有するネットワークを整備することによりま

して、防災行政無線の機能の拡充、行政情報

伝達の効率化、また情報発信を図るとしてお

ります。 

 これの負担金の中身でございますけれど

も、タイプ１というものでございます。１チ

ャンネルでございます。それが36万円分と発

電機の分、これ３万円ということで39万円負

担するということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井川議員、全部終わり

ましたか。 

 まだ。はい、どうぞ。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 ちょっとページ戻りまし

て、55ページの総務管理費のところで賃金の

ところ、嘱託賃金４名分で850万円程度出て

おりますが、前年度は２名ですが今年度はこ

れどうしてなのかという説明をお願いしま

す。 

 それと57ページの委託料のところの、その

前に需用費の印刷製本費、一般諸般用紙と製

本費440万円程度ありますが、これはいつも

柳生印刷さんだろうと思うんですが、どこに

発注されるのかわかれば教えていただきたい

と思います。 
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 それと、戻りまして委託料のところ、職員

研修委託料、これについては前年は40万円程

度、今年度は倍の80万円ということでどうい

ったことが変わられたのか、その研修内容に

ついてもお聞かせ願いたいと思います。 

 それと、顧問弁護士の委託料、これについ

ても72万円、従前からまあ小西弁護士だった

かなと思うんですが、もうお年を召した方と

いうような話もちらほらあって、この辺のこ

とについての変える理由が、ことがあるのか

と、ないのか、このまま現状でいくのかとい

うような話、わかればお願いいたします。 

 それと、59ページの、従前からも言ってま

すが公用車職員駐車場の借料、これについて

も前年度についてもそんな話を総務部長のほ

うにもしたことがあろうかと思います。その

ときも今後考えていくというような話も、ま

あ新庁舎のこともあってというような話もあ

ったんで、今後どうされていくのかなとい

う、予算計上が同じようなもんなので今後の

動向もお聞かせ願いたいと思います。 

 それと、その下の負担金のところの揖龍公

平委員会負担金、これも毎度のことなんです

が、どんなことを今般やっていこうとするの

か、内容だけ説明をお願いいたします。 

 それと、その下の委託料の会議記録文書作

成委託料、これについても今般委託先はどの

ようになっていくのかとわかればあわせて説

明をお願いします。 

 それと、61ページの節19、負担金のところ

の日本マルチペイメントネットワーク推進協

議会のことについても少し何か説明があった

ように思うんですが、これもペイジーの口座

振替のことに対しての連動することなのかと

思うんですが、その辺わかれば説明をお願い

いたします。 

 それと役務費の自動車損害保険料100万円

程度、それと町有財産災害保険料の300万円

のところは従前と変わらずであれば全国自治

協会とかというふうには承知はしておるんで

すが、今回はどこなのかということがわかれ

ば教えていただきたい。 

 それと、次のページ、63ページの庁用自動

車運行管理委託料、現在は運行管理について

はホープさんだというふうには認識をしてお

りますが、決算レベルでは140万円程度の支

払いをしているかと思うんですが、今般はど

ういったところの、入札を含めて、どこにな

っていくのかわかれば教えていただきたい。 

 それと、その下の庁用バスの借料（リース

料）94万円程度、前年度については163万円

ということで、これについても複数年のリー

ス料減ということにもなってくると思うんで

すが、リースアップがまた近いのであれば、

このバスはまあ古くないんで、どういうふう

に買い取りを含めて考えられているのかどう

かということもあわせてお願いいたします。 

 それと、その下の備品購入費の自動車購入

費120万円、これは何を買われようとしてい

るのかわかれば教えていただきたい。 

 その下の報償費のところ、男女共同参画講

演会講師謝礼、これについてもどんな方がど

んなことを講義されるのかということもあわ

せてお願いいたします。 

 それと、その下の印刷製本費の男女参画講

演会のリーフレットについても、どこで発注

をされようとしているのかわかればお願いし

ます。 

 それと、65ページの民営乗合バス運行補助

金、先ほども少しバスロケーションのことで

神姫バスやということで、これについても当

然神姫バスのことだろうと思いますが、前年

度については200万円程度、今年度について

は330万円、130万円増ということで、この辺

についての増額理由がわかればお願いをいた

します。 

 それと、播磨広域連携協議会負担金。これ

についても、前年度については12万円程度、

今年度は４万3,000円ということで、減額理

由がわかればお願いをいたします。 

 それと、その下の宇宙サミット参加者派遣

補助金、これについても今年度については誰

がどこへ行くのかということがわかればあわ

せて説明をお願いいたします。 
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 それと、その下の電子計算機廃棄委託料、

これについてもどういったところに廃棄委

託、先ほども部長が安いところがあったとい

うような話もあってそこに委託されるのかど

うかということもわかればお願いいたしま

す。 

 それと、新規で基幹業務システム構築委託

料、これについてもどういったことをしてい

くのかということもわかれば説明をお願いい

たします。 

 それと、使用料のところのインターネット

回線使用料外のことで、前年度は270万円、

今年度については320万円程度ということで

50万円増、これについての理由もわかればお

願いをいたします。 

 それと、次のページ、67ページの交通安全

灯借料、これも毎年上がっておりますが、改

めてどこの借料のことなのかということもあ

わせてお願いいたします。 

 それと、その下の工事請負費、道路反射鏡

設置工事費は、これについても太子町は周辺

のとこに比べてカーブミラーが多いというよ

うなことがちょくちょく話にも出ますが、今

のところ現状一体何基これカーブミラーがあ

るのかということがわかればお願いいたしま

す。 

 その一番下の工事請負費の防犯灯ＬＥＤ化

工事費1,200万円上がっておりますが、これ

も工事先、入札等があれば、どんな業者が何

台分のどこの工事をするのかということがわ

かればあわせてお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 済いません。資料

がたくさんございますので、ちょっと時間が

かかりますが申しわけございません。 

 55ページ嘱託賃金ですね、一番下の嘱託賃

金。これ、総務課分が嘱託職員賃金202万

5,000円、電話交換員分、それから臨時事務

員賃金が113万8,000円、ごめんなさい、

113万8,000円、これは産休アルバイト、代替

えのアルバイトの分も含んで組んでおりま

す。 

 それが総務課分です。 

 それと、企画のほうもあるんです。企画の

分の賃金が自動車運転員の賃金ということで

209万円と、それから育休代替えの職員の賃

金として255万円組んでおります。 

 ということで、総務課と企画の分が２つま

たがっております。 

 それから、印刷製本費、Ｐ57の印刷製本費

事業費。これいろいろ印刷製本、総務と企画

のほうで需用費関係またがっておりますが、

どこに印刷するかということはまだ決まって

おりません。 

 ただ、ここに書いておりますように、法規

集の追録につきましては、これはぎょうせい

とか第一法規とか新日本法規、これは決まっ

ております。 

 それから、職員研修委託料ですね。職員研

修委託料、これは総務なんで、職員研修委託

料で80万円。これの中身については、講師料

とか交通費、宿泊料を含んでおりますが、ど

ういうところに委託するかはまだ決まってお

りません。その都度見積もりをとったりして

おります。例えば、いろんな日本経営者協会

とか話し方教育センターとかいろいろありま

すので、その辺は見積もりをとって一番研修

内容がいいところというふうに新年度で決め

るところでございます。 

 それから、顧問弁護士の委託料でございま

すが、これはもう何もここ一年、二年の話で

はなしに、ずっと議会の皆さんから御指摘を

いただいておりますが、年いってるん違うか

とか、もっとしっかりした若い弁護士がいる

ん違うかとかというお話を聞いております

が、小西弁護士でいくつもりでございます。 

 それから、59ページの上の使用料及び借料

の公用車駐車場の借料につきましては、御存

じのように太子山公園の前なんですけども、

庁舎建設がもう目の前に来ておりますが、ま

だ完成には時間がございます。 

 ですから、平成26年度はとりあえずあそこ

は借りて、平成27年度、庁舎の引っ越しが
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27年９月後半を予定しておりますので、その

辺までには何らかの結論が出るだろうと思っ

ております。太子山公園の前をお返しするの

か、新たにまた借りるのか、いやいやそこで

いいとかという結論が26年度中に出ればいい

かと思いますけども、ひょっとすれば27年度

に入るかもわかりません。 

 それから、揖龍公平委員会負担金、これは

たつの市さんと太子町で公平委員会を共同運

営いたしておりますが、この公平委員会とい

うのは職員側が、例えば市長、町長任命権者

から何らかの処分を下された場合に、その処

分内容に不服があればこういう公平委員会へ

訴えてくださいよという性格のものでござい

ます。これはたつの市と私どものほうで人口

割とかそういった関係で金額が決まっており

ます。 

 それから、会議録作成委託ですね。会議録

作成委託、ちょっと待ってください、これは

総務の17。これについても、予算計上はいた

しておりますが、まだどこにするかはこの現

時点、この段階では決まっておりません。 

 それから、61のマルチペイントネットワー

クについては、これ申しわけないんですが、

会計課が所管になりますので、会計課のほう

に伝えておきます。申しわけありません。 

 それから、61自動車損害保険料について

は、これは財政課長にお願いします。それか

ら、町有建物もこれ財政課のほうでよろしい

ですね。後で財政課長のほうから申し上げま

す。 

 それから63ページ、上の委託料で庁用自動

車運行管理委託料ですね、ちょっとお待ちく

ださい。これは、いつも申し上げております

が、走行距離、日数、人件費、その他もろも

ろを組んでおりますが、今のホープさんに委

託をしております、今年度につきましても。

ただ、毎年ほかの業者さんからも見積もりを

とるようになっておりますので、それはその

ときにまた新年度４月以降に決まるというこ

とになると思います。 

 それから、バス借用リース、63ページのリ

ースです。これは、現在中型バスリースは、

三井住友オートサービスからリースをいたし

ております。再リースもいたしましたという

ところで、若干安くなっております。たしか

163万4,000円ぐらいだったかと思いますが、

94万円のほうになっております。これは再リ

ースの関係で安くなったということでござい

ます。 

 それから、自動車購入も財政課長のほうに

お願いしたいと思います。 

 それから、男女共同参画講演会講師謝礼、

ちょっと待ってください。男女共同参画講師

謝礼報償費、これにつきましても、まだどう

いった講演会かどういった講師先生かは今後

４月以降に決めるということでございます。 

 それから、その次の需用費ですね。需用

費、印刷のリーフレット代ですね。ちょっと

お待ちください。大体これ各戸配付する１万

2,000部ぐらいを予定しておりますが、印刷

の先については今後４月以降に決めるという

ことでございます。 

 65ページ、民営乗合バスですね。民営乗合

バス補助金、これ去年たしか193万3,000円だ

ったと思いますが、25年度は10月の申請額が

神姫バスさんが148万2,000円でウエスト神姫

さんが45万1,000円だったということです、

25年度は、今年度です。26年度は10月の申請

額が神姫バスさんが245万1,000円とウエスト

神姫さんが93万円といった内容になっており

ます。 

 これは町単独の補助ではなしに、運行補

助、何回も申し上げておりますが、国、県も

補助しているということでございます。 

 それから、宇宙サミットですね。宇宙サミ

ットでございます。宇宙サミットは、これは

26年度予定いたしておりますのは、群馬県館

林市です。これは宇宙飛行士の向井さんの出

身のところでございますが、そこのところで

宇宙サミットをやりましょうということにな

っております。参加するのは、小学校、今の

予定は小学校５、６年生８名、４小学校あり

ますので１小学校２名の８名と中学生２名、
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２中学校ありますので、東西の中学校から１

人ずつということと、あと学校の先生、そし

て町長、あと随行職員といったような内容で

ございます。 

 それから、電子計算機廃棄委託料ですね。

廃棄委託料、見積もりをとる関係で金額は伏

せておりますが、26年度も同じく見積もりを

とって次から次へノートパソコンとか廃棄す

るもの、プリンタもございますので、今のと

ころ予定はプリンタが８台とノート型パソコ

ン55台を更新する予定でございますんで、ま

た見積もりをとって業者を決めたいというふ

うに思っております。 

 あと65ページですね。65ページの基幹業務

システムの関係でございますね。新庁舎建設

を控えまして、コンピューターの基幹業務の

システムの入れかえの時期となってきており

ます。そういった関係のシステム構築の委託

料ということでございます。これも見積もり

をとる関係で金額は伏せております。早い話

が、新しいシステムにしたいという方向性で

ございます。 

 それから、インターネット回線使用です

ね。済いません。65ページのインターネット

回線使用料外ですね。済いません。これも昨

年度と比べても上がっております。消費税の

関係で上がったところとか、それから若干上

がってるのが回線使用料の中の総合行政ネッ

トワークシステム回線料、この関係が回線変

更に伴う増というものが少し大きいように思

います。 

 あとは、減ってるものもございますけど

も、ちょっと上がった理由としましては、Ｎ

ＴＴさんの総合行政ネットワーク回線システ

ム使用料が回線変更ということで少し上がっ

ております。 

 済いません。抜けておりましたら申しわけ

ございません。また御指摘お願いしたいと思

います。 

 あと財政課長のほうから。 

○議長（橋本恭子） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 61ページ、財産管

理費の自動車損害保険料について申し上げま

す。 

 この108万5,000円につきましては、任意保

険として全国自治協会に加入します37台分

81万4,000円と、あと自賠責保険としまし

て、財政課のほうで一括管理している10台分

と、あと今回新たに１台購入します分の１台

と合わせてそれを自賠責保険として車検業

者、また購入業者のほうへ支払うものでござ

います。 

 町有建物災害保険料303万9,000円につきま

しては、全てが自治協会のほうに加入する建

物保険料でございます。 

 次の自動車の購入費でございますけれど

も、63ページの120万円につきましては、車

両の更新計画に基づき、平成11年度に購入し

た軽四自動車を新たに更新ということで、軽

四輪自動車の購入費を120万円計上しており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 私のほうは

67ページをお願いします。 

 使用料及び賃借料でございます。 

 これにつきましては、今まさに交通安全灯

をＬＥＤ化しております。それの年間の借料

として140万円計上させていただいておりま

す。 

 次に節15、工事請負費の道路反射鏡設置工

事費でございます。 

 これにつきましては、自治会からの要望、

また交通安全パトロールにより町道であると

か、そういった交差点に設置するものであり

まして、一応シングルを３基、ダブルを２基

設置する予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 67ページ、一

番下をお願いします。 

 工事請負費1,226万4,000円でございます。 

 まず、防犯灯の設置工事費でございます。

これは自治会からの要望により設置するもの
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でして、小柱、電柱両方合わせて８本分予定

しております。 

 そしてその下、防犯灯ＬＥＤ化工事費でご

ざいますが、これは昨年度から行っておりま

す全町防犯灯のＬＥＤ化事業の２年目でござ

いまして、900灯のうちの450灯、地区は石海

地区全域と太田地区の一部を予定しておりま

す。発注業者は、昨年に引き続き、町内の電

気工事屋さんでやる予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑終わります。 

○清原良典議員 もうちょっと大きい声で言

うて。最後やで。 

○議長（橋本恭子） お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第17号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり７人の委員

で構成する平成26年度一般会計予算委員会を

設置し、これに付託することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第17号は７人の委員で構

成する平成26年度一般会計予算委員会を設置

し、これに付託することに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました平成26年度一般会

計予算委員会の委員の選任については、委員

会条例第７条第４項の規定により、中薮清志

議員、堀卓史議員、藤澤元之介議員、福井輝

昭議員、平田孝義議員、吉田日出夫議員、中

島貞次議員、以上７人を指名したいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしました７

人の議員を平成26年度一般会計予算委員会の

委員に選任することに決定しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午後４時22分） 

（再開 午後４時22分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 この際、御報告申し上げます。 

 休憩中に平成26年度一般会計予算委員会が

開催され、委員会条例第８条第２項の規定に

基づき、委員の互選により委員長に中島貞次

議員、副委員長に中薮清志議員が選出されま

したので、御報告申し上げます。 

 以上で報告は終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（休憩 午後４時22分） 

（再開 午後４時23分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２１ 議案第１８号 平成２６年 

        度兵庫県太子町国民健康保 

        険特別会計予算 

○議長（橋本恭子） 日程第21、議案第18号

平成26年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計予算を議題とします。 

 本案については、２月25日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○井川芳昭議員 議長、ちょっと休憩して。 

○議長（橋本恭子） 暫時休憩します。 

（休憩 午後４時23分） 

（再開 午後４時25分） 

○議長（橋本恭子） それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 今国保の全般の質疑について伺います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第18号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元
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に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第18号は福祉文教常任委

員会に付託することに決定しました。 

 それでは、お諮りします。 

 本日の会議は議事の都合により、これで延

会したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会することに

決定しました。 

 次の本会議は３月６日午前10時から開催い

たします。 

 ３月６日の本会議は改めて開催通知はいた

しませんので、御了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

 御苦労さまでした。 

（延会 午後４時26分） 

 

 


